
十
六
世
紀
太
湖
周
遼
地
帯
に
お
け
る
官
田
制
度
の
改
革
(
下
)

四

第
三
の
改
革
|
|
税
糧
徴
校
率
と

各
役
努
働
負
揖
編
審
率
|
|

「
均
糧
」
と
「
徴
ご
と
に
よ
っ
て
、
星
甲
制
度
下
の
南
税
法
的
税

糧
徴
収
盟
系
が
大
き
く
費
動
し
つ
つ
あ
っ
た
と
き
、
同
時
に
、
均
各

か
の
雑
役
努
働
負
据
封
回

銀
と
し
て
の
銀
納
化
が
進
行
し
て
い
た
、

土
劉
嘗
部
分
の
編
審
率
も
、
正
役
努
働
の
う
ち
す
で
に
星
甲
銀
と
し

て
銀
納
化
が
進
行
し
て
い
た
部
分
の
諸
負
措
の
編
審
率
と
と
も
に
、

@
 

建
っ
て
い
っ
た
。
そ
れ
は
、
前
稿
で
論
奮
し
た
よ
う
に
、
官
田
地

帯
に
お
け
る
「
税
」
と
「
役
」
と
の
各
々
の
徴
牧
過
程
が
も
っ
、
密

接
な
内
在
的
関
連
か
ら
す
る
必
然
的
な
結
果
で
あ
り
、
も
は
や
「
第

二
の
税
糧
」
化
し
て
い
た
笹
役
努
働
に
お
け
る

ご
で
あ
る
と
規
定
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

「
均
糧
」

と
「
徴

「
牽
耗
」
乃
至
「
擁
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耗
」
の
ア
イ
デ
ィ
ア
を
知
府
王
儀
に
興
え
る
こ
と
に
よ
っ
て

森

夫

正

州
府
に
お
け
る
「
均
糧
」
の
み
な
ら
ず
、
南
直
隷
の
各
府
に
お
け
る

「
徴
ご
の
貰
現
に
も
大
き
く
影
響
し
た
湖
州
府
の
税
糧
徴
枚
制
度

改
革
計
董
は
、
早
く
も
、
各
役
努
働
徴
政
法
改
革
の
計
量
を
含
ん
で@

 

い
る
。
す
な
わ
ち
、
正
徳
一
四
年
(
一
五
一
九
〉
の
許
庭
光
の
上
奏

-67ー

は
、
そ
の
末
尾
で
、

務
要
通
敵
損
盆
、
不
失
敗
府
毎
回
一
一
畝
寅
米
三
斗
之
数

と
基
本
論
旨
を
要
約
し
た
す
ぐ
あ
と
に
、
績
け
て
、

遇
有
均
後
・
了
国
銀
爾
等
項
、

一
例
審
編

蘇

と
、
と
く
に
付
け
加
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
湖
州
府
に
お
け
る
現
買

の
改
革
は
、
秋
糧
部
分
に
周
す
る
、
官
・
民
二
則
化
に
と
ど
ま
っ
た

た
め
(
本
稿
上
・
三
・

1
参
照
…
)
、
こ
の
各
役
努
働
負
携
に
お
け
る

ユ
例
審
編
」
も
す
か
え
、
お
か
れ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
嘉
靖
二
十
年

ハ
一
五
四
一
〉
、
再
び
同
府
下
の
一
則
化
を
彊
く
請
う
た
知
府
張
鐸
の
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品
明

申
文
が
、
自
己
の
見
解
の
裏
付
と
し
て
引
用
す
る
と
こ
ろ
に
よ
れ

ば
、
在
地
の
根
・
塘
・
里
・
老
た
る
那
鍛
た
ち
も

毎
回
一
則
、
毎
地
一
則
、
毎
山
一
則
、
毎
蕩
一
則
、
均
波
根
税
・
均
倍
・

呈
甲
等
項

と
い
い
、
税
糧
徴
収
率
の
一
元
化
に
件
な
っ
て
、
各
役
努
働
諸
負
揖

の
編
審
率
を
一
元
化
す
る
こ
と
を
要
請
し
て
い
る

か
か
る
期
待
を

最
初
に
現
質
化
し
た
の
が

「
均
糧
」
に
よ
っ
て
税
糧
徴
牧
率
を
徹

底
的
に
一
元
化
し
た
王
儀
に
よ
る
蘇
州
府
下
の
改
革
で
あ
っ
た
こ
と

は
、
首
然
で
あ
ろ
う
。

嘉
靖
一
二
年
(
一
五
四
二
〉
に
楠
刊
さ
れ
て
、
同
一
五
?
一
七
年

に
お
け
る
王
儀
の
改
革
を
〔
そ
れ
と
は
と
く
に
断
わ
ら
ず
に
〕
記
録

す
る
姑
蘇
志
巻
一
五
・
回
賦
は
、

本
稿
上
・
二
・

3
で
紹
介
し
た

「
均
糧
」
の
具
種
的
な
結
果
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
末
尾
各
役
項
下

で
表
示
し
た
よ
う
に
、
蘇
州
府
下
一
州
七
牒
各
々
に
つ
い
て
「
組
人

丁
数
・
毎
丁
編
銀
敷
・
線
銀
数
」
と
と
も
に

「
官
民
田
地
数
・
毎

畝
編
銀
数
・
締
銀
数
」
を
載
せ
る
。
こ
こ
で
は
、
下
表
の
よ
う
に
官

民
団
地
が
、
役
銀
の
賦
課
車
位
と
し
て
全
く
一
律
に
扱
わ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
こ
の
巻
一
五
に
は

「
均
糧
」
に
先
立
っ
て
行
な
わ
れ

た
「
丈
量
」
の
結
果
で
あ
る
嘉
靖
一
七
年
現
在
の
、
各
州
蘇
「
田
地

等
項
」
面
積
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
数
値
と
、
右
の
「
官
民
田

寸宇目! 了|毎了 I~ $~ I ぷ竺司| |編吋銀引|同該 銀1F官一
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地
数
(
リ
面

積
ご
と
の
間
に

は
、
若
干
の
異

同
が
あ
る
が

そ
の
こ
と
は

嘉
靖
二
一
年
の

補
刊
と
い
う
年

代
の
接
近
を
考
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え
れ
ば
こ
れ

ら
の
一
連
の
改

革
の
も
つ
密
接

な
閥
連
性
を
否

定
す
る
も
の
で

王
儀
の
「
均
糧
」

数
値
は
、
康
照
蘇
州
府
志
・
巻
二
三
・
田
賦
一
、
嘉
靖
一
七
年
項
下
、

は
な
い
。
こ
の

「
徴
ご
の
記
事
に
つ
づ
く
「
里
甲
均
稽
験
則
」

に
あ
げ
ら
れ
た
各
州
鯨
ご
と
の
そ
れ
と
完
全
に
一
致
す
る
。
又
、
高

暦
嘉
定
豚
志
・
巻
六
・
癌
役
、
嘉
靖
一
六
年
日
付
け
の
、

王
儀
に
よ



る
、
毎
丁

・
毎
回
編
銀
数

(
H編
審
率
〉
と
、
上
記
姑
蘇
志
、
嘉
定

鯨
下
の
数
値
と
も
、
相
躍
じ
て
い
る
。
嘉
靖
太
倉
州
志

・
巻
五

・
戸

田
所
載
、
知
州
宙
開
敏
撰
の
「
太
倉
州
清
理
田
糧
書
冊
序
L

で
、
こ
の
欧
陽
鐸
H
王
儀
ラ
イ
ン
に
よ
る
改
革
が
、

、，，
h

h

、A

U1φ
向
カ

斗
則
一
而
賦
卒
、
由
之
而
牽
耗
、
叉
由
之
差
役
、
観
者
如
指
掌

と
い
う
成
果
を
あ
げ
た
、
と
記
さ
れ
る
の
は
、
ま
さ
に
、
こ
の
よ
う

な
こ
つ
の
「
一
元
化
L

の
内
在
的
関
連
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
王
儀
が
行
な
っ
た
各
役
勢
働
編
審
率
一

元

化
と
税
糧
徴
枚
率
一
元
化
の
必
然
的
な
闘
連
性
、
「
役
」
の
改
革
に

し
か
し
な
が
ら
、

お
け
る
「
均
糧
L

の
役
割
を
確
認
す
る
た
め
に
は
、

い
く
つ
か
の
傍

謹
が
さ
ら
に
必
要
と
さ
れ
よ
う
。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
嘉
靖
一
六
年
、
巡
撫
欧
陽
鐸
の
主
宰
下
に

聞
か
れ
た
曾
議
に
よ
っ
て
、
税
糧
に
お
け
る
寸
徴
一
」
の
原
則
が
決

定
さ
れ
る
と
、
そ
の
貫
施
に
必
要
な
諸
事
項
は

「
経
賦
冊
」
乃
至

「
賦
役
冊
」
な
る
帳
簿
上
に
整
理
さ
れ
た
。

照
〕
と
こ
ろ
で
、
前
引
の
康
照
蘇
州
府
志

・
嘉
靖
一
七
年
項
下
に
よ

「
以
二
八
事
-
定
エ
税
糧
こ
の
外
に
、

〔
本
稿
上

・
一
・

2
参

れ
ば
、
買
は
、
こ
の
帳
簿
は
、
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〔
二
〕
事
一
定
エ
〔
考
〕
均

各
己
と
い
う
内
容
を
も
持
っ
て
い
た
、
各
役
労
働
負
携
の
「
徴
ご
、

「
以
ニ
八
〔
九
〕
事
一
考
-
一
塁
甲
「

以
三
二

里
甲
・

均
笹
諸
負
携
の
銀
一
用
に
よ
る
合
算
と
、

「
丁
」
と
「
回
」
へ
の
賦
課
が
規
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
(
上

，，
，
 

引
〔
〕
内
は
、
高
暦
上
海
鯨
志

・
巻
四

・
各
役
、
嘉
靖
一
六
年
知

府
黄
潤
の
議
の
記
述
に
よ
る
〉
右
康
照
蘇
州
府
志
が
、
巡
撫
都
御
史

欧
陽
必
進
〔
鐸
の
誤
〕

・
知
府
王
儀
の
核
遣
し
た
「
経
賦
冊
μ

の
諸

す
な
わ
ち
、

そ
の

事
項
を
紹
介
し
た
末
尾
に

自
是
民
間
総
納
、
止
入
本
折
二
色
、
皇
甲
及
均
循
慮
納
官
者
、
弁
入
折
色

徴
之

と
、
編
者
の
解
揮
を
付
し
、
右
上
海
牒
志
が
、
黄
潤
の
識
の
内
容
と

し
て

ー69一

査
豚
加
人
丁

・
回
畝
、
皇
甲
雄
官
吏
不
得
克
、
均
倍
則
官
吏
至
瀦
海
竃
丁

除
例
該
菟
外
、
一
山
梨
綴
銀

と
掲
載
す
る
理
由
は
こ
こ
に
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
時
、
南
直
隷
に

属
す
る
各
府
で
、
諸
「
役
銀
」
の
、
丁

・
回
へ
の
直
接
賦
課
が
、
徴

収
物
品
の
質
と
量
の
固
定
と
い
う
「
徴
ご
の
基
本
原
則
決
定
や
、

耗
米
部
分
の
毎
回
一
畝
を
翠
位
と
す
る
重
一
徴
牧
決
定
等
の
諸
措
置

を
含
ん
だ
、
あ
の
税
糧
負
措
簡
素
化
の
改
革
と
同
時
に
行
な
わ
れ
た

こ
と
は
、
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

「
役
」
に
お
け
る
「
徴
一
」

の
貰
施
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
の
同
じ
南
直
隷

地
方
に
お
い
て
も
蘇
州
府
の
場
合
の
よ
う
に
、
税
糧
の
面
に
お
け
る



70 

「
均
糧
」
改
革
を
媒
介
と
し
な
い
か
ぎ
り
こ
の
「
徴
一
」
化
さ
れ

た
役
銀
を
、

回
へ
一
律
に
賦
課
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。

え
ば
、
嘉
靖
二
ハ
、

一
臆
問
題
の
外
に
置
く
。
註
@
参
照
)
た
と

七
年
に
お
い
て
「
均
糧
」
を
貰
現
出
来
な
か
っ

(「丁
L

は
こ
の
際
、

た
松
江
府
で
は
、

「
均
糧
」
促
進
の
気
運
高
い
嘉
靖
末
か
ら
隆
慶
初

に
及
ぶ
頃

「
均
糧
」
反
封
論
者
の
一
人
が
こ
う
述
べ
て
い
る
。

況
ん
や
五
升
の
回
、
畝
ご
と
に
銀
五
銭
を
出
だ
す
に
、
五
斗
の
田
、
畝
ご

@
 

と
に
銀
三
分
を
出
だ
す
を
や「田」

へ
の
賦
課
の
決
定
そ
の
も
の
は

す
な
わ
ち
、
役
銀
の

「田
L

へ
の
一
律
賦
課
と
は
無
関
係
な
の
で
あ
る
。
同
様
に
、
嘉
靖
一

六
年
、
税
糧
徴
収
の
面
に
お
い
て
、

官
・
民
二
則
化
に
止
ま
っ
た

常
州
府
で
は
、
曾
識
の
決
定
に
従
い

「
遁
編
星
甲
均
籍
法
」
を
定

め
て
、
役
銀
を
丁
・
回
へ
賦
課
す
る
に
際
し
、
「
優
克
」
の
田
や
、

「
根
重
き
官
田
」
へ
の
賦
課
を
克
じ

「
利
軽
き
灘
務
」
と
と
も
に

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
司
た
。

(
高
暦
常
州
府
志
・
巻
六
・
銭
毅
三
・

徴
輪
)

田
土
に
封
す
る
繕
役
労
働
編
審
率
(
「
役
」
に
お
け
る
「
徴
ご
を

経
た
後
で
は
、
役
銀
の
賦
課
率
と
い
「
て
よ
い
〉
の
一
元
化
が
、
税

糧
徴
枚
率
の
一
元
化
と
同
時
に
行
な
わ
れ
、
南
者
が
不
可
分
離
の
閥

係
に
あ
る
こ
と
は
、

か
く
し
て
改
革
の
過
程
そ
の
も
の
に
則
し
て
明

「
制
度
」
が
内
包
す
る
技

術
的
な
側
面
の
み
に
限
を
奪
わ
れ
で
は
な
ら
な
い
。
一
六
世
紀
の
前

半
、
直
接
生
産
者
農
民
の
努
働
生
産
物
を
何
ら
か
の
形
で
封
象
と
し

ら
か
に
さ
れ
た
。

し
か
し
、
私
た
ち
は
、

た
権
力
の
全
収
奪
瞳
系
に
大
き
な
饗
動
が
起
り
つ
つ
あ
っ
た
扶
況
の

中
で
、
官
民
団
の
税
糧
徴
牧
率
一
元
化
を
促
進
し
た
重
要
な
契
機
と

し
て
、
私
た
ち
は
、
各
役
労
働
徴
牧
瞳
系
自
瞳
の
も
つ
矛
盾
の
反
映

を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

正
徳
一
一
年
(
一
五
二
ハ
)
昔
時
の
松
江
府
で
、
各
々
一

「
十
歳
一
輪
」
(
南
者
を
一
括
す
る
と
「
五
歳
一
輪
」
と
な
る
)
の
周
叩

回
土
に
謝
す
る
星
甲
銀
と
均
各
銀
一

す
で
に
、

期
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
て
い
た
、

の
割
り
首
て
は
、
毎
畝
嘗
り
、
民
国
〈
3
〉
に
封
し
、
官
回
八

2
V

@
 

の
比
率
を
持
っ
て
い
た
。
又
、
正
徳
二
二
年
(
一
五
一
入
)
嘗
時
の
、

嘉
輿
府
嘉
善
牒
で
も
、

「
一
斗
J
五
升
及
び
無
耗
田
L

の
〈
2
〉
に

封
し
、

@
 

た
。
問
題
の
「
官
田
地
帯
」
の
周
透
部
に
あ
り
、
比
較
的
官
回
の
少

「
二
斗
J
三
斗
回
」
は
八

l
V
の
比
率
で
行
な
わ
れ
て
い

な
い
寧
波
府
に
お
い
て
も
、
こ
の
頃
民
団
の
〈
2
〉
に
封
し
て

力、

つ
て
は
役
の
及
ば
な
か
っ
た
官
回
が
八

l
Vを
負
う
よ
う
に
な
っ
て

@
 

い
る

一
六
世
紀
初
頭
正
徳
の
頃
を
劃
期
と
す
る
雑
役
労
働
賦
課
の



急
速
な
増
+
伊
、
右
の
よ
う
に
、
「
均
糧
」
以
前
に
お
い
て
も
、
官

民
田
に
謝
す
る
そ
の
編
審
率
を
衣
第
に
接
近
さ
せ
つ
つ
あ
っ
加
の
で

あ
る
。
こ
の
傾
向
は
、
行
論
で
燭
れ
て
き
た
よ
う
に
、
里
甲
正
役
中

の
、
上
供
物
料
及
び
公
費
の
負
措
、
つ
ま
り
「
星
甲
銀
」
乃
至
「
均

卒
銀
」
化
し
つ
つ
あ

っ
た
雑
役
的
正
役
の
部
分
に
つ
い
て
も
い
え
る

と
と
で
あ
り
、

い
わ
ば
、
各
役
努
働
韓
系
全
般
に
見
ら
れ
る
重
要
な

襲
化
で
あ

っ
た
。「

丁
・
回
」
へ
の
直
接
賦
課
が
、
宇
永
久
的
に
明
確
に

定
例
化
さ
れ
る
嘉
靖
一

O
ハ
一
五
一
二
一
)
年
代
以
前
に
お
い
て
は
、

さ
ら
に

か
か
る
直
接
賦
課
が
す
で
に
一
旦
慣
例
化
し
て
い
た
地
方
で
も
、
時

'

と
し
て

「
上
中
下
戸
」
な
る
三
等
乃
至
三
等
九
則
の
基
準
、
す
な

わ
ち
「
戸
等
」
を
基
準
と
す
る
賦
課
が
復
活
さ
れ
る
ζ
と
が
あ
っ

た。

ハ
下
段
、
顧
清
の
文
参
照
。
な
お
、
註
⑮
に
よ
っ
て
税
糧
徴
牧

に
お
け
る
「
戸
等
」
設
定
に
も
注
意
さ
れ
た
い
。
〉
ま
た
、
糧
長
・

解
戸
な
ど
、
容
易
に
は
銀
納
化
し
得
な
い
、
正
役
的
な
側
面
を
も
っ

た
雑
役
努
働
に
謝
し
で
も
、
停
統
的
な
「
戸
等
」
設
定
に
よ
る
賦
課

(
下
段
、
王
整
の
文
参
照
。
な
お
註
@
、
枕
周

は
必
須
で
あ
っ
た
。

の
文
を
も
注
意
さ
れ
た
い
。
)
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雑
役
努
働
賦
課
の
急
速
な

増
大
と
い
う
現
象
、
及
び
そ
れ
と
卒
行
し
て
、
農
村
内
部
で
顕
著
と

そ
し
て

な
っ
て
い
っ
た
密
役
努
働
負
擁
戸
層
の
減
少
は
、
と
の
時
期
の
行
政

官
僚
が
こ
の
「
戸
等
L

設
定
の
方
法
を
復
活
し
よ
う
と
し
、
そ
れ
を

必
要
と
し
た
か
ぎ
り
、
雑
役
勢
働
負
揖
に
お
け
る
官
田
・
民
国
乃
至

税
糧
徴
枚
率
上
の
差
別
す
な
わ
ち
減
克
規
定
と
い
う
、
か
つ
て
明
初

の
権
力
が
採
用
し
た
プ
リ
ン
シ
プ
ル
を
無
視
さ
せ
て
し
ま
う
。

す

な
わ
ち
、
官
民
田
を
、

一
律
無
傑
件
的
に
、

「
戸
等
」
設
定
の
基
準

化
す
る
趨
勢
が
出
現
す
る
の
で
あ
る
。

近
歳
均
径
併
計
了
産
、
甲
首
亦
計
四
出
銭
:
:
:
而
均
径
宮
田
畝
取
銀
四

分、

，民
団
畝
六
分
、
甲
首
民
国
畝
分
五
厘
、
官
回
畝
一
分
、
皆
十
歳
一

輪
、
畝
歳
銭
四
五
文
而
止
、
猶
来
重
也
、
正
徳
了
丑
(
一
二
年
)
戊
寅
(
一

三
年
)
以
来
、
乃
以
田
随
戸
、
分
九
等
、
上
戸
畝
出
銀
二
銭
五
分
、
甚
者

至
五
銭
、
蓋
嘗
有
一
戸
而
輸
銀
七
百
爾
者
、
略
極
失
(
松
江
府
華
亭
麻
の

人
、
願
清
の
、
傍
秋
亭
雑
記
・
昌
也
上
に
よ
る
)

今
之
所
謂
均
箔
者
、
大
率
以
'
回
潟
定
、
田
多
者
潟
上
戸
、
上
戸
則
重
、

田
少
則
軽
、
無
田
叉
軽
、
亦
不
計
其
資
力
之
如
何
也
、
放
民
惟
務
逐
末
而

不
務
力
回
避
重
役
也
、
所
誇
重
役
者
、
大
約
有
三
、
回
解
戸
、
解
軍
需
顔

料
納
之
内
府
者
也
、
回
斗
庫
、
供
態
往
来
週
客
及
有
司
之
借
緋
者
也
、
日

渥
長
、
督
一
匿
之
税
総
之
官
者
也
〈
蘇
州
府
呉
豚
の
人
、
王
撃
の
、
奥
中

賦
税
書
輿
巡
撫
李
司
空
〔
皇
明
経
世
文
編
・
省
二
己
に
よ
る
。
正
徳
一

三
年
か
ら
嘉
靖
元
年
に
至
る
ま
で
足
掛
け
五
年
の
閑
に
書
か
れ
た
も
の
で

あ
る
。)
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各
役
努
働
の
縞
審
を
正
常
に
維
持
す
る
た
め
に
は
、
す
で
に
こ
れ
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ら
の
地
方
で
慣
例
化
し
つ
つ
あ

っ
た
丁
・
国
へ
の
役
銀
の
直
接
一
律

賦
課
を
最
終
的
に
定
例
化
し
、
も
は
や
桂
桔
と
な
っ
た
停
統
的
な
「
戸

等
」
編
成
を
完
全
に
鹿
止
し
て
し
ま
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
前
提

と
し
て
も
、
官
・
民
団
の
併
存
に
と
く
に
顕
著
に
具
現
し
て
い
る
税
糧

徴
牧
率
の
不
均
等
を
解
消
す
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

五

改
革
の
前
提
篠
件
と
改
革
推
進
官
僚
の
意
識

嘉
興
府
に
お
け
る
均
則
化
を
断
行
し
た
知
府
組
漉
が
白
か
ら
纂
修

を
命
じ
た
「
嘉
靖
嘉
興
府
聞
記
」

(
轡
八
、
物
土
〉
は
、
と
の
地
で

以
前
か
ら
し
ば
し
ば
「
民
撲
を
倒
れ
む
者
」
た
ち
の
「
議
し
て
以
て

履
畝
均
税
」
し
よ
う
と
し
た
契
機
が

「
謹
慰
淳
朴
之
民
、
歳
月
其

回
宅
を
保
有
す
る
能
わ
ざ
る
に
至
ら
」
し
め
た
「
土
田
之
則
、
紛
と

し
て
同
じ
か
ら
ざ
る
」
現
肢
に
あ

っ
た
、
と
停
え
る
が
、
い
う
所
の

「
謹
慰
淳
朴
之
民
」
と
は
、
趨
棋
の
「
均
耗
之
議
」
に
よ
れ
ば
、
次

の
よ
う
な
牧
租
者
と
し
て
の
存
在
で
あ
っ
た
。

再
如
民
間
田
地
、
毎
畝
租
米
放
枚
約
可
入
九
斗
者
、
姑
以
六
斗
回
額
計

之
、
該
納
正
耗
七
斗
之
数
、
此
外
角
有
線
長
之
私
培
、
則
一
年
所
穫
、
登

鰍
子
官
矢
、
雄
副
知
均
街
・
丁
回
〔
均
倍
及
び
星
甲
の
負
抱
〕
、
波
以
金
花

禅
補
、
其
賀
原
則
本
重
、
弊
孔
漕
移
、
未
見
末
減
、
彼
五
升
則
回
、
餐
畝

該
納
正
耗
一
斗
五
升
、
所
牧
之
租
、
輿
童
相
若
也
、
雄
有
白
糠
之
徴
・
徳

役
之
編
、
而
納
官
之
線
、
甚
篤
軽
省
、
如
三
升
等
則
萎
地
・
綾
地
、
多
係

股
回
住
基
、
其
牧
租
穫
利
、
輿
軽
田
・
重
田
相
等
也
、
納
官
之
娘
、
頑
諸

王
升
者
、
尤
篤
簡
易
、
是
国
之
利
多
者
、
蒙
薄
賦
之
恩
、
利
少
者
、
査
錐

録
之
取
、
故
富
豪
多
安
地
民
田
、
盆
由
時
其
貧
併
、
貧
民
皆
重
額
官
回
、
日

就
於
逃
亡
、
往
時
科
則
本
意
、
潰
櫨
揖
殆
室
、
苦
築
不
均
、
至
此
極
央

「
均
耗
」
の
必
然
性
を
設
か
ん
が
た
め
に
、
六
斗
と

い
う
官
回
毎
畝
徴
収
率
と
し
て
は
中
央
値
を
外
れ
た
部
分
を
例
護
と

と
こ
で
は
、

し
て
い
る
便
法
を
一
躍
考
慮
す
る
と
し
て
も
、

諸
軽
則
部
分
の
五

升
、
三
升
と
い
う
引
用
に
普
遍
性
が
認
め
ら
れ
る
限
り
、

か
な
り
の

寸
卓
昌
吉
家
」
な
ら
ざ
る
「
謹
思
淳
朴
之
民
」

民
」
が
、
そ
の
「
土
地
所
有
」
を
貫
現
す
べ
き
租
米
枚
入
を
、
官
田

の
重
糧
に
よ
っ
て
喪
失
し
て
い
く
過
程
が
一
ホ
さ
れ
て
い
る
。

ζ

の
よ

説
得
性
を
も
っ
て
、

--， 
賓

ー 72←

「
均
糧
」
前
夜
に
お
い
て
、
「
牧
租
之
多
寡
」
が
「
税

糧
の
軽
重
」
と
直
接
に
封
比
さ
れ
る
傾
向
を
、
こ
の
地
方
一
帯
に
普

う
に
、
先
ず
、

遁
化
す
る
と
と
は
、
先
の
松
江
府
に
お
け
る
均
糧
反
封
論
者
の
徐
階

も
、
全
く
同
様
の
い
い
ま
わ
し
を
し
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
も
許
さ

そ
し
て
、
同
じ
松
江
府
に

れ
る
で
あ
ろ
う
。
(
本
稿
上
但
頁
参
照
〉

お
け
る
均
獲
促
進
論
者
徐
宗
魯
は
、
権
力
と

「
地
主
」
と
「
佃
戸
」
と

の
閥
係
、
つ
ま
り
、
「
税
糧
」
と
忠
「
租
」
と
の
闘
係
の
立
ち
入
っ
た

分
析
を
論
旨
の
中
核
に
据
え
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
ま
さ
に
、
こ
の
こ



と
を
裏
書
き
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
(
註
⑪
参
照
)
首
時
、

こ
の
松

「
大
抵
叢
属
士
大
夫

之
家
」
と
さ
え
い
わ
れ
て
、
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
(
徐
献
忠
・
復
劉

し

'

F

折
東
加
耗
書

皇
明
経
世
改
)
右
の
如
き
葉
向
土
、
嘗
然
の
も
の
と
い
え
よ
う
c

つ
ぎ

編

省

二

六

」

ノ

」

{

、

，

V

に
、
大
戸
・
富
豪
に
軽
則
部
分
が
集
中
し
、
小
戸
、
貧
民
に
重
則
部

分
が
し
わ
寄
せ
さ
れ
る
と
い
う
祇
況
も
、

江
府
東
西
二
郷
の
う
ち

F

「
西
郷
之
田
」
は
、同

様
に
普
遍
化
さ
れ
よ

う
。
正
徳
期
の
松
江
府
に
つ
い
て
「
大
戸
多
軽
則
之
回
、
小
戸
多
重

則
之
弊
L
(
疎
鰍
一
判
官
一
腕
骨
斡
臥
ι市
町
一
計
一
文
)
と
い
わ
れ
、
同
じ
時
期

の
湖
州
府
に
つ
い
て
も
、
「
軽
則
民
団
多
鯖
富
室
、
重
則
官
田
多
係

貧
民
」
(
嘉
靖
朔
州
府
志
・
倉
一
・
郡
紀
・
正
徳
)
と
い
わ
れ
て
い
る
。
さ

F

十
五
年
知
府
劉
天
和
誇
均
波
京
庫
折
銀
」

ら
に
、
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
大
戸
の
手
に

軽
則
が
集
中
す
る
と
は
、
同
じ
く
太
湖
周
謹
の
官
団
地
帯
で
は
あ
る

が
、
六
割
を
民
国
が
占
め
る
鎮
江
、
七
割
の
湖
州
・
嘉
興
、
八
割
の

常
州
の
諸
府
で
は
、
塵
倒
的
大
部
分
の
土
地
が
集
中
す
る
こ
と
で
あ

@
 

り
、
六
割
・
八
割
以
上
を
官
田
が
占
め
る
蘇
州
・
松
江
の
南
府
で

@
 

は
、
卒
均
徴
牧
率
、
す
な
わ
ち
大
多
数
を
占
め
る
三
斗
牽
の
部
分
が
、

こ
れ
ま
た
大
戸
層
に
集
中
し
て
い
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
に
外
な
ら

な
い
と
い
う
之
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
明
初
に
お
い
て
、
官
田
の
一
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定
部
分
の
税
糧

(
H官
糧
)
が

「
全
種
官
困
戸
」
と
し
て
、
小
規

模
経
営
た
る
自
己
の
全
能
力
を
そ
の
直
接
に
充
て
る
農
民
層
か
ら
直

接
徴
牧
さ
れ
て
い
た
扶
況
は
、

h

勺
ノ
。

(
前
稿
下
参
照
〉

大
き
く
痩
化
し
て
い
る
と
い
え
よ

宣
徳
年
聞
の
蘇
州
知
府
況
鍾

た
と
え
ば

の
、
況
太
守
集
・
昌
也
八
・
再
請
夏
税
折
布
奏
に
い
う
.

議
長
洲
蘇
糧
老
徐
瑠
等
吠
告
、
各
豚
困
地
低
窪
、
積
額
浩
大
、
洪
武
年

問
、
人
民
俗
種
宮
田
、
別
無
遁
選
、
年
歳
成
熟
、
止
勾
納
糧

と
い
う
ご
と
き
股
況
の
費
化
で
あ
る
。

税
糧
の
毎
畝
徴
牧
率
に
つ
い
て
、
も
っ
と
も
基
本
的
に
は
官
田
と

民
団
の
聞
に
、
又
官
田
自
龍
、
民
団
自
瞳
の
聞
に
、
と
く
に
官
回
自

@
 

瞳
の
聞
に
存
在
す
る
不
均
等
を
調
整
し
て
、
貫
質
負
措
を
均
等
化
す

ベ
く
設
け
ら
れ
た
、
諸
徴
牧
物
品
の
配
分
規
定
が
、
そ
の
操
作
の
煩

-'-73一

晴
樹
と
、
こ
れ
に
つ
け
と
ん
だ
徴
牧
機
構
内
部
の
不
正
行
震
に
よ
っ
て

全
く
有
効
性
を
失
な
弘
同
じ
目
的
を
以
て
設
け
ら
れ
た
雑
役
努
働

部
分
を
中
心
と
す
る
各
役
勢
働
編
審
に
お
け
る
減
克
規
定
が
、
各
役

努
働
盟
系
自
僅
の
饗
動
に
よ
っ
て
と
れ
ま
た
完
全
に
有
効
性
を
失
な

@
 

ぅ
。
か
か
る
費
化
は
均
糧
前
夜
に
お
い
て
、
明
初
以
来
の
こ
の
「
官

団
地
帯
」
に
お
け
る
税
糧
・
各
役
努
働
徴
牧
制
度
を
支
え
て
来
た
、

権
力
の
「
適
正
な
る
」
牧
奪
と
い
う
プ
リ
ン
シ
プ
ル
(
前
稿
上
註
⑮

参
照
〉
を
崩
壊
し
去
る
も
の
で
あ
っ
た
。
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こ
こ
に
お
い
て
、
多
く
の
徴
牧
率
相
互
間
に
元
来
内
在
し
て
い
た

不
均
等
は
、

む
き
だ
し
の
不
均
等
そ
の
も
の
と
し
て
、
「
民
間
田
地
」

の
「
所
有
」
者
た
ち
に
よ
っ
て
ま
す
ま
す
尖
鋭
に
意
識
さ
れ
る
よ
う

に
な
る
。
宣
徳
の
頃
か
ら
す
で
に
顕
著
と
な
り
つ
つ
あ
っ
た
、
税
糧

徴
牧
据
嘗
中
央
官
僚
に
よ
る
「
官
〔
田
〕
糧
・
民
〔
回
〕
糧
」
同
一

@
 

視
の
傾
向
も
、
こ
の
趨
勢
に
拍
車
を
か
け
る
。

か
り
に
、
官
・
民
の
田
・
糧
が
同
一
視
さ
れ
ず
、
右
の
調
整
が
正

常
に
機
能
し
、
権
力
の
枚
奪
の
「
あ
る
べ
き
」
限
界
が
守
ら
れ
て
い

知
府
組
槙
の
観
察
し
た
嘉
輿
府
の
場
合
に
つ
い
て

た
と
し
て
も
、

}ま

「
八
・
九
斗
」
の
「
枚
租
」
に
謝
し
て
「
六
斗
」
な
ど
と
い
う

高
い
徴
牧
率
を
も
っ
た
田
片
の
貫
質
負
掘
の
重
さ
は
カ
ヴ
ァ
ー
で
き

:
、
。

ふ
れ
崎
、

Uこ
の
よ
う
に
し
て
、
首
該
「
官
団
地
帯
」
に
お
い
て
は
、
同
じ
く

「
牧
租
」
の
手
段
と
し
て
の
「
民
間
田
地
」
で
あ
り
な
が
ら
、
~ 

て
の

「
所
有
」
形
式
を
め
ぐ
る
利
害
が
大
き
く
分
裂
し
、
さ
ら
に
こ
の
分

裂
は
、
府
州
鯨
衛
門
に
盤
眠
す
る
膏
吏
屠
を
媒
介
と
し
て
凡
ゆ
る
方

角
か
ら
常
に
行
な
わ
れ
て
き
た
土
地
登
録
の
素
観
を
激
化
さ
せ
る
こ

と
に
な
っ
弘
こ
の
場
合
、
嘗
面
の
徴
枚
率
「
不
均
等
」
の
別
の
側

面
で
あ
っ
た
「
複
雑
性
」
は
、
徴
枚
物
品
と
准
米
換
算
率
の
「
多
様

性
」
と
と
も
に
、

か
か
る
不
正
行
震
を
容
易
に
し
た
。
「
官
田
地
帯
」

に
お
け
る
「
官
・
民
国
」
か
ら
の
「
税
糧
」
徴
収
は
、
非
常
な
困
難

に
直
面
す
る
。

右
の
素
凱
の
典
型
は
、

た
と
え
ば
正
徳
期
の
蘇
州
府
で
、

た
と
え

無
料
で
輿
え
よ
う
と
し
て
も
受
け
取
る
も
の
が
な
い
(
註
@
出
周
の

文
参
照
)
と
さ
え
い
わ
れ
て
い
た
、
重
則
の
「
官
回
」
を
、
軽
則
の

「
民
団
」
と
備
わ
っ
て
出
買
し
、

「
官
田
税
糧
ー
」
の
納
入
義
務
の
み

が
、
出
費
者
に
蔑
さ
れ
る
場
合
で
あ
る
。
大
戸
と
民
間
、
小
戸
と
官

田
の
結
び
つ
き
は
、
こ
の
よ
う
な
行
矯
の
結
果
で
も
あ
る
。
無
数
の
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資
料
が
こ
れ
に
ふ
れ
る
が
、
た
と
え
ば
正
徳
二
二
年
l
嘉
靖
元
年
の

聞
に
書
か
れ
た
、
皇
明
経
世
文
編
巻
二
一

O
所
枚
、
王
撃
の
「
呉
中

賦
税
書
輿
巡
撫
李
司
空
」
に
よ
れ
ば
こ
う
で
あ
る
。

国
之
肥
鹿
市
、
不
甚
相
遠
、
而
一
投
之
内
、
只
尺
之
問
、
或
免
官
、
或
震

民
、
軽
重
豚
組
、
細
民
縛
賀
、
官
田
領
経
、
民
田
債
重
、
貧
者
利
僚
之

童
、
僑
以
官
震
民
、
富
者
利
糧
之
軽
、
甘
受
其
僑
而
不
疑
、
久
之
民
回
多

餓
於
豪
右
、
官
回
多
留
於
貧
窮
、
貧
者
不
能
供
、
則
散
之
四
方
、
以
逃
其

税
、
税
無
所
出
、
則
機
之
里
甲
、
故
貧
者
多
流
、
里
甲
坐
園
、
去
住
相

牽
、
同
入
於
困

「
均
糧
」
の
改
革
を
提
起
し
、
質
施
し
て
い
っ
た
地
方
官
僚
た
ち

の
問
題
意
識
は
、
こ
の
困
難
を
打
開
す
る
こ
と
に
と
そ
あ
っ
た
。
税



糧
徴
牧
線
額
の
維
持
が
、
こ
の
改
革
の
究
極
の
目
標
で
あ
り
、
そ
の

た
め
に
は
、
官
回
で
あ
ろ
う
と
民
田
で
あ
ろ
う
と
、
均
し
ご
税
糧
徴

牧
の
封
象
で
あ
る
「
民
問
団
地
」
相
互
間
に
存
在
す
る
、
赤
裸
々
な

文
字
通
り
の
徴
牧
率
の
「
不
均
等
」
を
是
正
し
、
税
糧
徴
牧
率
を
一

元
化
す
る
と
と
、
す
な
わ
ち
「
均
糧
」
が
、
も
っ
と
も
切
迫
し
た
手

段
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
は
、
又
、
膏
吏
層
に
よ
っ
て
素
凱
さ
れ

た
徴
牧
蔓
帳
を
、
「
丈
量
」
に
よ
っ
て
整
理
し
、
少
く
と
も
、
税
糧

徴
牧
の
封
象
と
し
て
、
従
来
よ
り
登
録
さ
れ
て
い
た
土
地
の
線
面
積

だ
け
は
、
確
保
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
た
。
蘇
州
知
府
王
儀
は
い

う

儀
再
守
蘇
郡
之
三
年
、
量
田
機
耗
之
議
以
行
、
綴
念
、
蘇
州
一
府
、
其

賦
嘗
天
下
什
二
、
賦
銃
繁
劇
、
而
田
額
漸
失
其
初
、
僑
勘
弁
滋
昼
、
際
此
而

不
知
救
正
之
、
則
豪
強
撞
其
利
市
民
立
困
失
、
子
是
量
田
則
事
該
而
難

際
、
機
耗
則
賦
卒
而
額
足
、
二
者
補
救
之
大
本
也
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さ
ら
に
、
税
糧
の
箪
位
徴
牧
量
内
に
お
け
る
徴
枚
物
品
の
質
と
量

と
を
固
定
化
す
る
と
と
、
す
な
わ
ち
「
徴
ご
は
、
徴
枚
納
入
手
績

を
簡
易
化
す
る
た
め
に
も
、
「
均
糧
」
を
よ
り
有
効
な
ら
し
め
る
た

め
に
も
必
要
で
あ
っ
た
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
時
あ
た
か
も
、

雑
役
努
働
部
門
を
中
心
と
す
る
笹
役
努
働
賦
課
の
謝
象
と
し
て
、
田

土
毎
畝
の
徴
収
率
を
一
元
化
す
る
こ
と
が
、
各
役
努
働
徴
収
の
檀
系

白
樺
を
維
持
す
る
た
め
に
も
要
求
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

「
均
糧
」

「
徴
ご
，
及
び
南
者
の
結
合

さ
ら
に
注
目
す
べ
き
は
、

方
式
が
志
向
す
る
、
税
糧
徴
牧
原
則
の
一
元
化
、
ひ
い
て
は
各
役
勢

働
編
審
率
の
一
元
化
が
、
所
奥
の
膏
吏
層
を
媒
介
と
す
る
徴
収
機
構

そ
の
も
の
を
こ
の
期
の
中
国
吐
舎
を
支
配
、
ず
る
国
家
権
力
の
存
立
に

と
っ
て
動
か
し
難
い
現
賓
と
す
る
限
り
に
お
い
て
、
こ
の
特
異
な
機

構
に
よ
る
不
正
行
震
を
防
止
す
べ
き
唯
一
の
方
法
と
し
て
意
識
さ
れ

て
い
た
と
と
で
あ
る
。
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嘉
靖
一
六
年
前
後
の
南
直
隷
諸
府
に
お
け
る
賦
役
改
革
の
中
心
的

推
進
者
で
あ
っ
た
躍
天
巡
撫
欧
陽
鐸
と
蘇
州
知
府
王
儀
の
二
人
を
熱

心
に
推
薦
し
て
着
任
さ
せ
た
、
嘗
時
の
薗
部
尚
書
顧
期
臣
会
保
州
府

昆
山
鯨
出
身
)
は
、
白
か
ら
「
臣
以
生
長
地
方
、
目
撃
弊
涯
、
融
捜

震
陛
下
言
之
」
と
い
う
ご
と
く
、
在
地
に
お
け
る
「
銭
糧
の
積
弊
L

H
税
糧
徴
枚
制
度
の
混
嵐
、
の
具
檀
的
認
識
か
ら
、
い
く
ど
と
な

く
、
改
革
の
必
要
性
と
具
瞳
的
方
策
を
上
言
し
て
い
る
。

〈
註
@
参

照
)
彼
の
最
も
強
調
す
る
問
題
貼
は
、
膏
吏
層
を
媒
介
と
す
る
、
徴

枚
蓋
帳
に
お
け
る
土
地
登
録
の
一
素
凱
で
あ
り
、
そ
の
打
開
策
と
し
て

の
「
丈
量
」
で
あ
る
が
、
王
儀
自
身
は
、
「
丈
量
」
の
必
要
と
同
時



76 

に
、
顧
鼎
臣
よ
り
一
歩
進
ん
で
、
膏
吏
層
の
素
範
行
震
そ
の
も
の
を

不
可
能
に
す
る
と
い
う
角
度
か
ら
も
、
徴
枚
原
則
の
二
元
化
の
必
要

王
儀
の
指
導
下
に
行
な
わ
れ
た
府

下
太
倉
州
の
「
均
糧
」
化
の
動
機
に
つ
い
て
、
知
州
首
円
敏
撰
の
「
太

を
認
識
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、

倉
州
清
理
由
糧
書
冊
序
」
に
は
、
次
の
よ
う
に
い
う
。

太
倉
蘇
「風
色
、
・
土
賦
親
他
郡
策
雄
、
上
供
牢
取
足
着
、
然
斗
則
不
問
、

猪
膏
和
好
、
操
盈
縮
、
以
奥
豪
右
魚
市
、
積
漸
所
乗
、
賦
法
大
填

又
、
王
儀
が

「
離
耗
」

H
「
均
糧
」
に
際
し
て
重
要
な
媒
介
と

し
た
、
金
花
銀
・
白
銀
准
米
率
の
一
元
化
の
意
義
を
、
自
か
ら
語
る

時
、
右
の
認
識
は
す
こ
ぶ
る
明
瞭
で
あ
る
。

異
時
好
書
感
弄
官
民
、
輿
嬰
児
無
困
問
、
駕
篤
支
離
之
説
目
、
白
銀
准
若

干
、
金
花
准
若
干
、
必
如
是
而
後
有
盆
子
民
、
不
知
園
有
常
賦
、
賦
有
定

額
、
宣
可
以
私
智
噌
之
減
之
、
不
過
震
此
参
差
不
一
之
則
而
矯
己
侵
漁
之

地
耳
、
官
府
率
所
関
而
不
知
、
小
民
陰
受
其
禍
、
予
乃
取
其
不
一
者
、
通

而
現
之
、
而
宣
告
同
至
一
之
法
、
使
好
書
無
以
高
下
其
手
、
富
者
不
得
以
有

利
而
就
軽
、
貧
者
不
得
以
無
利
而
存
重
、
骨
同
地
方
計
、
震
窮
民
計
也

す
で
に
明
ら
か
な
よ
う
に

「
均
糧
」
乃
至
「
均
則
」
即
ち
「
官

民
一
則
」
化
な
ど
と
帯
さ
れ
る
今
次
の
改
革
は

そ
の
推
進
者
で
あ

っ
た
地
方
官
僚
た
ち
に
と

っ
て
は
所
謂
「
土
地
制
度
」
の
改
革
と
し

て
は
意
識
さ
れ
ず
、
「
民
間
田
地
」
を
封
象
と
す
る
「
税
糧
徴
枚
制

度
」
の
改
革
と
看
倣
さ
れ
て
い
る
。

「
官
田
」

「
民
国
」
そ
共
に
賦

役
黄
冊
に
登
録
し
、
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
「
起
科
・
徴
飲
則
例
」
を
定

め
つ
つ
も
、
共
に
「
税
糧
」
と
し
て
「
徴
枚
」
す
る
原
則
を
明
示
し

て
い
る
と
こ
ろ
の
曾
典
の
規
定
(
前
稿
下
註
@
)
に
、
彼
ら
は
忠
貫

で
あ
っ
た
。

「
官
・
民
田
」
各
々
の
「
則
例
」
の
更
改
を
恐
れ
た
彼

ら
は

そ
れ
を
所
載
す
る
賛
冊
そ
の
も
の
に
は
手
を
燭
れ
ず
に
、

別
の
帳
簿
を
作

っ
て
貰
質
的
な
徴
牧
率
の
一
元
化
を
行
な
っ
た
が
、

そ
の
目
的
は
、
買
に
貰
冊
所
載
の
税
糧
線
徴
牧
額
の
維
持
に
あ

っ
た

の
で
あ
る
。
後
代
歯
周
暦
年
聞
に
お
け
る
一
部
土
大
夫
の
、
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官
田
者
、
抄
波
入
官
、
朝
廷
之
田
也
、
民
間
止
是
佃
種
、
未
嘗
納
償
、

其
毎
年
上
納
止
係
官
租
、
原
非
税
殺
、

・:
読
者
不
察
、
日
租
矯
綬
、
途
病

其
室
、
一
柴
均
子
民
田
、
令
其
賠
版
、
終
朝
廷
入
官
之
田
、
無
償
而
白
輿

頑
民
、
勝
原
額
所
納
之
租
、
無
事
而
重
害
卒
民
、
非
理
非
法
、
殊
箆
可
佐

「
天
下
郡
図
利
病
書
原
編

{
集
第
七
冊
・
武
進
豚
志
唐
鶴
徴
等
編
)

と
い
う
よ
う
な
か
た
ち
の
批
判
は
、

個
々
の
章
句
と
し
て
は
一
定
の

員
貫
性
を
含
み
な
が
ら
も
、
そ
の
よ
う
な
官
僚
た
ち
の
意
識
に
則
し

意
想
外
の
観
念
的
抽
象
的
論
議
と
し
て
し
か
受
け
と

れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
曾
典
の
規
定
に
照
ら
し
て
も
、
こ
の
よ

て
い
え
ば

う
な
か
た
ち
の
批
判
は
、
嘗
代
に
お
い
て
す
で
に
安
嘗
な
も
の
と
は

い
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る



こ
の
よ
う
に
改
革
推
進
の
主
瞳
と
な
っ
た
地
方
官
僚
の
意
識
を
分

析
し
た
、
私
た
ち
に
と
っ
て
、
問
題
は
、
洪
武
四
年
の
明
貫
録
(
五

月
乙
亥
、

「
浪
官
田
租
レ
と
い
い
、

(
五
月
辛
巳
)
が
「
近
年
所
籍
之
田
租
税
」
と
い
い
、

れ
(
三
月
壬
辰
朔
)
が
「
重
租
線
額
」
と
呼
び
、
武
進
牒
志
編
者
の

指
摘
し
た
朝
廷
入
官
の
痕
跡
を
残
す
あ
の
「
抄
浪
系
統
官
回
」
を
合

入
月
丙
成
)
が

七
年
の
そ
れ

一
三
年
の
そ

む
三
系
統
(
前
稿
上
参
照
〉

に
大
き
く
包
撮
し
て
来
た
、
こ
の
地
帯
に
お
け
る
呈
甲
制
下
の
雨
挽

法
的
視
糧
徴
牧
瞳
系
そ
の
も
の
の
性
格
を
、
こ
の
一
六
世
紀
前
宇
の

改
革
の
過
程
を
通
じ
て
如
何
に
評
慣
す
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ

の

「
官
田
」
を
、

「
民
団
」
と
と
も

h

「
ノ
。

，品目・，、
改

革

の

評

債

本
稿
が
封
象
と
す
る
太
湖
周
遊
の
諸
府
の
一
つ
、
鎮
江
府
と
、

の
西
に
連
な
る
一
帯
の
「
官
回
」
は
、

「
輿
王
之
地
」
で
あ
る
と
い

う
理
由
か
ら
、
洪
武
二
四
年
以
後
、

て
い
た
。
(
前
稿
下
註
⑬
参
照
)

「
減
牢
徴
牧
」
を
定
例
化
さ
れ

従
っ
て
、
後
代
の
「
官
田
問
題
」

77 

の
中
で
は
、
蘇
・
松
・
嘉
・
湖
の
諸
府
の
よ
う
に
注
目
さ
れ
て
は
い

な
い
も
の
の
、
明
朝
設
立
の
ご
く
初
期
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
地
直

権
力
に
と
っ
て

重
要
な

で
あ
る
と
看

と
同
様
、

「
官
団
地
帯
」

「
減
牟
徴
枚
」
定
例
化
の
根
接
と
な
っ
た

倣
さ
れ
て
い
た
。
右
の

「
御
製
大
詰
・
五
府
州
克
糧
・
第
十
二
」

に
は
明
初
の
官
田
の
性
格
に
つ
い
て
の
注
目
す
べ
き
叙
述
が
含
ま
れ

の
は

で
あ
り
、

そ

る

惟
〔
除
〕
元
宋
入
宮
田
地
・
我
朝
籍
浪
之
回
、
民
回
全
克
、
宮
田
若
令

全
菟
、
民
難
消
受
、
所
以
滅
牢
徴
収
・
;
:
其
態
天
等
五
府
州
蘇
数
十
高
波

官
田
地
税
糧
、
官
司
張
欽
等
遜
同
作
弊
、
並
無
一
粒
上
倉
(
五
府
と
は
樹
脂

天
・
太
卒
・
贋
徳
・
宣
城
・
銀
江
の
諸
府
で
あ
る
。
前
稿
下
註
⑬
参
照
。
)

こ
の
叙
述
は
、
明
初
洪
武
年
聞
の
江
南
に
お
け
る
官
回
が
、
文
字

→ 77ー

「
官
」
の
回
、
す
な
わ
ち
明
朝
朱
氏
の
構
力
が
直
接
所
有
す

る
「
国
土
」
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
様
力
の
「
国
土
」
で
あ
り
な
が
ら
、

「
租
」
で
は
な
く
「
夏
秋
の
税
糧
」
を
徴
枚
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し

@
 

て
い
る
。
そ
し
て
、
ま
さ
に
、
こ
の
「
輿
王
之
地
」
と
そ
れ
に
隣
接

遁
り

そ

す
る
太
湖
周
遊
の
地
域
に
あ
っ
て
は
、
星
甲
制
度
下
の
正
常
な
税
糧

徴
牧
瞳
系
の
下
に
、
盤
倒
的
大
部
分
の
「
税
糧
」
が
「
官
回
」
を
通
じ

て
徴
牧
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
秋
糧
」
中
の
九
五
・

@
 

四
七
%
(
蘇
州
府
〉
、
九
四
・
二
ハ
%
(
松
江
号
、
五
六
・
五
二
%

(
湖
州
事
、
約
五

O
数
一%
(
嘉
輿
駒
)
、

「
輿
王
之
地
」
と
し
て
永

久
に
民
国
の
税
糧
が
克
じ
ら
れ
た
、
躍
天
・
宣
誠
〔
H
寧
園
〕
・
太
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卒
・
慶
徳
・
鎮
江
の
諸
地
域
で
は
、

徴
枚
さ
れ

hw
私
た
ち
は
、
星
甲
制
度
下
の
南
税
法
的
税
糧
徴
牧
樫

「
官
田
」
を
す

つ
く
り
包
括
し
て
い

一
O
O
%が
「
官
糧
」
と
し
て

系
が
こ
れ
ら
の
地
帯
で
は

る
こ
と
を
見
出
す
。

「
官
団
地
帯
」
各
府
下
の
一
つ
三
割
の
部
分
、

蘇
松
二
府
で
は
、
そ
の
六
割
以
上
の
部
分
の
回
土
は
、

し
て
、
権
力
に
直
接
的
に
所
有
さ
れ
、
制
約
さ
れ
る
。
残
る
民
田
部

「
官
田
L

と

分
も
、
官
田
部
分
の
減
克
さ
れ
た
雑
役
努
働
1
1
第
二
の
税
糧
の
一

部
分
ー
ー
を
肩
代
り
す
る
、
と
い
う
形
で
、
同
じ
制
約
を
間
接
的
に

受
け
る
。
す
な
わ
ち
、
雨
税
法
的
税
糧
徴
牧
盤
系
は
、
権
力
の
直
接

的
な
土
地
所
有
と
矛
盾
・
封
立
す
る
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
、
そ
れ
に

依
接
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
事
買
は

一
見
、
確
立
し
た
不
可

侵
の

λ
民
の
「
土
地
所
有
」
を
前
提
と
し
、
そ
れ
を
擁
護
し
て
い
る

か
に
現
象
し
て
い
る
と
の
税
糧
徴
収
髄
系
が
、
買
は
、

一
種
の
園
家

構
力
の
土
地
支
配
質
現
の
手
段
と
し
て
の
性
格
を
内
在
さ
せ
て
い
る

は
か
ら
ず
も
示
し
て
い
る
。
こ
の
瞳
系
は
、
太
湖
周
遊
の

こ
と
を
、

「
官
田
地
帯
」
に
お
い
て

「
官
糧
」
に
大
き
く
依
捜
す

「
官
田
」

か
か
る
権
力
の
土
地
支
配
貫
現
の
手
段
と
し
て

の
性
格
を
、
も
っ
と
も
尖
鋭
に
、
顕
著
に
示
す
こ
と
に
な
っ
た
と
い

、

る
こ
と
に
よ
っ
て
、

え
よ
う
。
内
藤
湖
南
氏
の
い
う
、
「
中
国
近
世
」
の
「
市
民
の
土
地
所

有
L 

「
近
代
支
那
の
文
化
生

雨
税
法
的
税
糧
徴
枚
檀
系
の
施
か
れ
た
中
国

「
人
民
の
所
有
権
」
(「
中
園
近
世
史
」

活」〉

な
る
も
の
は
、

全
土
で

な
か
ん
ず
く
こ
の

「
宮
田
地
帯
」
で
は

か
か
る

「
園

家
的
土
地
支
配
」
の
制
約
下
に
お
か
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
明
代
の
星
甲
制
度
下
に
お
け
る
税

糧
徴
枚
と
直
接
耕
作
曲
農
民
の
再
生
産
の
傑
件
が
、
在
地
に
お
け
る
星

@
 

長
・
糧
長
ら
地
主
層
の
笹
役
努
働
負
携
に
よ

っ
て
維
持
さ
れ
、
ま
た
、

一
定
の
自
立
性
を
も

っ
た
各
府
州
麻
衛
門
の
膏
吏
唐
が
掌
握
す
る
徴

@
 

枚
牽
帳
を
基
準
に
し
て
行
な
わ
れ
る
、
と
い
う
一
種
の
請
負
い
方
式

に
依
存
し
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

「
国
家
的
土
地
支
配
」
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右
の

は
、
か
か
る
方
式
を
通
じ
七
自
か
ら
を
質
現
す
る

E
大
な
寄
生
的
支

配
で
あ

っ
た
と
許
慣
す
る
と
と
が
で
き
る
。

一
五
世
紀
前
宇
、

宣
徳
期
を
経
過
的
段
階
と
し
て
、

一
六
世
紀
前

土ド

正
徳
末
か
ら
嘉
靖
期
に
か
け
て

星
甲
制
度
下
の
雨
税
法
的
税

糧
徴
収
盟
系
は

ま
さ
に
こ
の
「
宮
田
地
帯
L

に
お
い
て
、
そ
れ

が
内
包
す
る
矛
盾
を
も
っ
と
も
尖
鋭
に
表
現
す
る
よ
う
に
な
る
。
す

嘉
輿
知
府
越
漉
の
い
う

「
民
間
岡
地
」
所
有
・
在
地
の
全
農
民
唐
(
佃
幾
層
を
も
含
む
、
註

⑫
参
照
)
と
、
「
園
家
的
土
地
支
配
L

な
わ
ち
、
所
調
「
人
民
の
土
地
所
有
権
」
、と

の
聞
に
お
け
る
矛
盾
の
尖



鋭
化
で
あ
り
、
そ
の
前
提
傑
件
は
、
「
官
団
地
帯
」
の
「
民
間
団
地
」

所
有
の
経
済
的
貰
現
が
、
基
本
的
に
は
、
租
佃
関
係
を
媒
介
と
す
る

出
租
行
局
に
よ

っ
て
の
み
可
能
と
な

っ
た
と
い
う
、
世
曾
経
済
諸
開

係
の
費
動
で
あ

っ
た
。
と
の
矛
盾
は
、
南
者
の
直
接
的
な
封
立
と
し

て
で
は
な
く
、
膏
吏
唐
及
び
次
第
に
浪
落
し
つ
つ
あ

っ
た
粧
長
・
星

長
役
負
纏
の
農
民
屠
の
一
部
有
力
暦
を
仲
立
ち
と
す
る
徴
収
機
構
と

結
托
し
、
税
糧
の
正
常
な
徴
岐
を
廊
崎
押
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
讃
大

し
て
い

っ
た
、
「
官
豪
」
の
「
特
樺
的
土
地
所
有
L

と
、
「
非
特
種

的
な
中
小
土
地
所
有
」
と
の
封
立
と
し
て
、
歪
め
ら
れ
た
形
で
現
象

す
る
。
と
れ
が

「
大
戸
」
と
「
小
戸
」
と
の
封
立
に
外
な
ら
な
い
。

す
な
わ
ち
前
者
に
よ
る
、
「
官
回
」
の
「
民
田
」

へ
の
名
義
時
化
・

税
糧
納
入
忌
避
、
後
者
に
よ
る
「
官
回
」
重
則
部
分
及
び
名
義
轄
化

部
分
、

さ
ら
に
凡
ゆ
る
滞
納
部
分
税
糧
の
集
中
的
負
携
と
し
て
で
あ

る

「
均
糧
L

を
阻
ん
だ
勢
力
は
ま
さ
に
、
前
者
「
官
豪
」
「
富
豪
」

「
待
克
大
戸
」
で
あ
り
、
そ
れ
を
促
進
し
た
の
は
、

ま
さ
に
後
者
「
謹
感
淳
朴
之
民
」
「
小
戸
」
「
小
民
」
と
利
害
を
等

し
〈
し
、
主
観
的
に
は
後
者
の
維
持
を
も
意
圃
す
る
在
地
の
税
糧
徴

「
勢
豪
大
戸
L

79 

牧
各
役
負
措
非
有
力
部
分
の
農
民
暦
と
一
部
士
大
夫
、
及
び
地
方
官

僚
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、

「
均
糧
」

「
徴
ご
の
目
標
は
、
く
り

か
え
す
よ
う
に
、
あ
く
ま
で
、
所
奥
・
不
動
の
税
糧
徴
牧
機
構
の
中

で
、
原
有
の
「
税
糧
徴
枚
組
額
」
を
い
か
に
園
滑
に
維
持
す
る
か
に

あ
り
、
そ
こ
に
は
、
「
国
家
的
土
地
支
配
」
の
貫
徹
が
最
格
的
に
彊

く
志
向
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
乙
で
右
の
如

く
歪
め
ら
れ
て
現
象
し
た
二
つ
の
民
間
の
「
土
地
所
有
」
の
封
立
を

緩
和
す
る
た
め
地
方
官
僚
遣
が
国
土
毎
畝
あ
た
り
の
税
糧
負
摺
を

銀
米
各
若
干
量
に
二
元
化
し
固
定
化
す
る
方
法
を
採
用
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
背
後
に
は
、
車
に
「
小
民
」
の
「
土
地
所
有
」
の
安

全
と
、
そ
こ
か
ら
の
税
糧
牧
入
を
保
持
す
る
と
い
う
彼
ら
の
主
観
的

意
圃
以
上
に
「
園
家
的
土
地
支
配
」
が
、
明
初
洪
武
年
聞
に
、

-79一

「官

回
」
の
多
く
の
部
分
を
、
通
じ
て
も

っ
て
い
た
、
そ
し
て
星
甲
制
度
下

の
「
戸
」
を
と
ら
え
る
支
配
方
式
自
身
の
内
包
し
て
い
た
直
接
生
産

者
と
の
関
係
を
喪
失
し
、
基
本
的
に
は
「
租
佃
関
係
の
上
に
立
ち
、

租
米
枚
入
に
依
接
す
る
土
地
所
有
」
か
ら
の
み
税
糧
を
徴
岐
し
得
る

よ
う
に
な
っ
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
か
か
る
「
支
配
」
が
す
で
に
、
徴

収
方
式
に
つ
い
て
も
っ
て
い
た
、
寄
生
性
の
一
層
の
深
化
を
見
出
す

こ
と
が
で
き
よ
う

e

各
役
努
働
制
が
第
二
の
税
糧
徴
収
櫨
系
な
る
性

格
を
一
層
明
確
に
し
、
「
均
糧
」
と
と
も
に
、
そ
の
謝
田
土
部
分
の
銀

南
賦
課
(
編
審
)
率
一
元
化
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
も
、
か
か
る
事
態



80 

の
一
表
現
で
あ
る
。

基
本
的
に
は

「
租
佃
閥
係
」

「
人
民
の
所
有
権
」

に
依
接
す
る

「
卒
民
の
土
地
所
有
」
、
す
な
わ
ち
い
わ
ゆ
る
「
地
主
」
的
「
土
地

所
有
」
は
、
「
均
糧
」
「
徴
ご
の
改
革
に
よ
っ
て
、
毎
畝
税
糧
徴

牧
量
が
一
律
に
「
銀
・
米
若
干
量
」
と
設
定
さ
れ
、
毎
畝
役
銀
徴
牧

量
も
一
律
に
「
銀
若
干
量
」
と
定
め
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
前
進
し

た
。
旦
甲
制
度
下
の
雨
税
法
的
税
糧
徴
牧
瞳
系
の
矛
盾
が
も
っ
と
も

深
刻
化
し
て
い
た
「
官
田
地
帯
」
に
お
い
て
、
も
っ
と
も
早
く
行
な

わ
れ
た
税
糧
徴
枚
制
度
の
改
革
、
す
な
わ
ち
「
均
糧
」
と
「
徴
ご

こ
そ
、
こ
の
前
進
を
も
た
ら
し
た
」
も
の
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
寄

生
化
を
明
初
段
階
よ
り
も
強
め
な
が
ら
、

「
園
家
的
土
地
支
配
」

は
、
依
然
と
し
て
そ
の
上
か
ら
貫
徹
し
て
い
た
。
他
方
、
直
接
生
産

者
た
る
佃
農
は
、
客
観
的
に
は
「
国
家
権
力
L

と
「
地
主
」
か
ら
す

る
二
重
の
支
比
を
と
も
に
揺
り
動
か
す
「
抗
租
」
を
以
て
、
直
接
主

観
的
に
は
こ
の
「
人
民
の
所
有
権
」
を
お
び
や
か
し
つ
つ
あ
っ
た
。

以
上
の
よ
う
に
し
て
、
今
次
の
税
糧
徴
牧
制
度
の
改
革
は
、
植
カ

の
「
園
家
的
土
地
支
配
L

が

よ
り
一
一
暦
の
寄
生
化
を
一
示
し
つ
つ
貫

徹
し
て
い
く
過
程
で
あ
っ
た
と
評
慣
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
に

本
稿
の
結
論
が
あ
る
。
そ
し
て
、
か
か
る
今
次
の
改
革
の
性
格
が
、

本
稿
上
三
で
叙
述
し
た
改
革
の
展
開
自
韓
の
中
に
も
見
出
し
う
る
こ

と
に
私
は
注
目
し
た
い
。

今
次
の
税
糧
徴
枚
制
度
の
改
革
は
、
ま
さ
に
、
明
朝
国
家
槽
力
の

制
度
の
改
革
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
改
革
は
、
中
央
権

カ
が
、
自
か
ら
の
存
否
を
暗
け
、
嘗
初
か
ら
凡
ゆ
る
園
家
機
構
を
動

と
い
う
様
相
を
呈
し
て
は
い
な
か
っ
た
。

員
し
て
取
組
む
、

一
方
で

は
、
新
定
の
税
糧
徴
収
量
が
、
奮
来
の
原
額
正
米
の
そ
れ
に
耗
米
を

加
算
し
た
も
の
に
な
り
、
し
か
も
そ
の
正
・
耗
米
の
線
計
が
、
銀
部

分
の
折
米
換
算
率
切
り
下
げ
に
よ
っ
て
数
値
そ
か
え
、
官
民
田
の
匿

別
が
な
く
な
り
、
毎
畝
の
徴
牧
率
が
一
元
化
さ
れ
る
と
い
う
劃
期
的

-80-

な
改
革
が
貰
行
さ
れ
な
が
ら
も
、
他
方
に
お
い
て
、
一
切
の
更
改
を

許
さ
れ
ず
、

み
ず
か
ら
の
上
に
登
録
さ
れ
た
「
原
額
」
の
田
地
等
の
面

積
・
官
民
田
固
有
の
さ
ま
ざ
ま
な
起
科
等
則
・
夏
税
秋
糧
下
の
諸
徴

牧
物
品
と
そ
れ
ら
の
徴
牧
正
額
は
据
え
お
か
れ
た
ま
ま
で
、
あ
の
「
賦

役
責
冊
」
が
そ
の
ま
ま
明
末
ま
で
存
績
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
は
、
劉
天
和

や
王
儀
ら
の
改
革
で
私
た
ち
が
つ
ぶ
さ
に
見
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。

権
力
は
、
ち
ょ
う
ど
、
と
の
「
賦
役
貰
冊
」
の
よ
う
に
、
。
改
革
の
過
程
で

は

一
個
の
「
構
成
」
乃
至
「
象
徴
」
と
し
て
存
在
し
た
に
す
ぎ
な

一
六
世
紀
前
牢
、
こ
の
「
官
田
地
帯
L

に
お
け
る
一
切
の
改
革

v、



プ
ラ
ン
を
中
央
権
力
は
施
行
し
え
ぬ
ま
ま
に
放
置
す
る
か
、
賓
質
的

に
歎
否
す
る
か
で
あ
っ
た
。
顧
鼎
臣
の
丈
量
奏
請
は
、
皇
帝
と
戸
部
・

の
認
下
を
経
つ
つ
も
、
十
年
間
、
殆
ん
ど
貰
行
に
移
さ
れ
な
か
っ

た
J

彼
の
最
初
の
上
奏
の
な
さ
れ
た
嘉
靖
六
年
の
十
二
月
に
は
、
す

で
に
、

-か
つ
て
湖
州
府
武
康
知
牒
を
務
め
た
吏
部
尚
書
桂
幕
が
、
北

方
に
お
け
る
「
慶
畝
小
畝
L

と
と
も
に
、

南
方
に
お
け
る
「
軽
則
重

則
」
の
差
別
を
、
「
量
地
」
と
「
均
則
」
に
よ
っ
て
撤
鹿
せ
ん
と
す
る

上
奏
を
行
な
っ
て
い
る
。
{
明
寅
録
嘉
靖
六
年
十
二
月
美
丑
・
皇
明
経
世

F

文
編
倉
一
八

0
・
請
修
復
奮
制
以
足
園
安
民

峨
曲
勾
弛
)
と
れ
も
、
上
奏
中
に
い
う
「
官
豪
之
家
」
の
「
均
則
L

に

劃
す
る
反
封
を
あ
た
か
も
正
嘗
化
す
る
よ
う
に
、
「
若
南
北
糧
土
、

則
版
籍
己
定
、
姑
己
之
」
と
い
う
理
由
で
皇
帝
の
拒
否
を
受
け
る
。

嘉
靖
十
一
年
、
刑
科
給
事
中
徐
俊
民
の
、
官
民
一
則
化
を
含
む
「
均

耀
限
回
」
の
請
に
つ
い
て
も
、
「
彊
土
異
則
、
民
俗
異
宜
、
卒
難
更

改
」
と
い
う
戸
部
覆
議
が
認
め
ら
れ
る
。
(
」
明
暗
一
4
1畑
一
均
一
)

改
革
を
強
引
に
推
進
し
た
主
瞳
は
、
あ
る
場
合
に
は
、
在
地
出
身

で
事
情
を
知
悉
し
た
顧
鼎
臣
の
如
き
一
部
中
央
官
僚
で
あ
り
、
南
直

偶
然
的
と
さ
え
い
え
る
異
常
な
努
力
を

隷
の
管
下
で
は
、
彼
の
、

背
景
に
、
そ
の
推
薦
を
受
け
て
着
任
し
た
、
巡
撫
欧
陽
鐸
、
知
府
王

儀
の
改
革
が
進
め
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
又
、
湖
州
府
の
劉
天
和
や
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張
鐸
の
場
合
は
、
在
地
の
糧
・
塘
・
呈
・
老
、
す
な
わ
ち
税
糧
徴
牧

各
役
努
働
負
揖
農
民
層
の
要
求
を
よ
く
吸
牧
し
(
も
っ
と
も
、
と
の

唐
の
呈
文
を
自
己
の
奏
議
の
根
蟻
と
す
る
の
は
、
知
府
グ
ラ
ス
の
上

奏
文
の
常
套
手
段
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
張
鐸
の
申
文
な
ど
を
遁
じ

て
み
る
時
、
湖
州
府
の
か
の
層
の
要
求
は
、
単
な
る
形
式
以
上
の
迫

力
を
も
っ
て
い
る
〉
、

在
地
の
農
民
叛
観
の
つ
ぶ
さ
な
観
察
を
行
な

そ
れ
ら
を
改
革
質
施
の
根
擦
と
し
て
い
る
。
嘉
輿
知
府
組
旗

.
の
背
後
に
は
在
地
土
大
夫
聞
の
長
期
に
わ
た
る
論
宗
と
、
改
革
促
進

涯
の
働
き
か
け
が
あ
り
、
松
江
府
の
均
糧
を
、
決
行
さ
せ
た
江
南
巡
撫

林
潤
に
も
同
様
の
背
景
が
あ
っ
た
。
又
、
こ
れ
ら
の
諸
府
で
の
改
革

の
貫
施
は
、
中
央
戸
部
の
認
可
を
経
ず
、

って、

唱

ioo 

柔
軟
な
判
断
力
を
も
っ

た
、
巡
撫
・
巡
按
を
時
に
は
媒
介
と
し
、
あ
る
場
合
に
は
か
か
る
媒

介
す
ら
な
し
に
、
経
験
の
撃
習
と
停
蓬
に
よ
っ
て
自
律
的
に
行
な
わ

れ
た
。
そ
し
で
、
基
本
的
に
は
同
一
の
方
法
を
採
用
し
つ
つ
も
、
貫

情
に
躍
じ
て
費
更
を
加
え
た
上
で
、

そ
の
地
域
に
お
い
て
可
能
な
時

期
が
熟
し
て
は
じ
め
て
現
質
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
「
均
糧
L

化
の

一
則
化
段
階
と
二
則
化
段
階
、
「
均
糧
」
と
「
徴
ご
と
の
組
み
合

わ
せ
の
諸
段
階
の
存
在
は
そ
の
例
置
で
あ
る
。

さ
ら
に

「
均
糧
」
は
湖
州
府
の
侍
統
的
方
法
を
創
造
的
に
護
展
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「
徴
ご
は

「
均
糧
」
に
お
け
る
耗
米
と

さ
せ
た
も
の
で
あ
り
、

銀
と
を
正
米
に
な
ら
し
計
算
す
る
方
法
と
南
直
隷
に
停
わ
る
曾
計
整

8
 

理
の
方
法
と
の
結
合
形
態
で
あ
り
、
と
も
に
在
地
の
切
買
な
必
要
か

ら
編
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

在
地
と
中
央
権
力
と
の
媛
鯛
黙
は
、
改
革
の
主
題
と
し
て
諸
地
方

志
に
記
録
さ
れ
る
名
巡
撫
、
名
知
府
た
ち
に
あ
っ
た
が
、
彼
ら
が
、

少
く
と
も
賦
役
黄
冊
上
の
税
糧
徴
牧
原
額
の
維
持
に
よ
っ
て
、
中
央

槽
カ
の
最
末
端
部
(
も
ち
ろ
ん
改
革
の
貰
際
に
お
け
る
最
低
箪
位
は

鯨
で
あ
る
。
た
と
え
ば
徴
牧
率
が
豚
毎
に
二
万
化
さ
れ
る
よ
う
に
)

と
し
て
の
責
任
を
果
た
す
た
め
に
は
、
も
は
や
、
中
央
権
力
の
企
童

力
と
執
行
力
に
頼
る
の
で
は
な
く
、
在
地
の
要
求
を
ふ
ま
え

ザ

て

、ー

で
編
み
出
さ
れ
た
方
法
と
白
か
ら
の
執
行
力
に
依
嬢
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
逆
説
的
表
現
を
用
い
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な

在
地
寄
生
の
税
糧
徴
牧
制
度
改
革
を
通
じ
て
、

は
じ
め
て
、
様
威
と

し
て
の
存
在
に
堕
し
て
い
た
中
央
政
府
が
権
力
と
し
て
在
地
の
土
地

所
有
を
支
配
し
、
究
極
的
に
は
直
倭
生
産
者
農
民
を
支
配
し
て
い

っ

た
の
で
あ
る
。

一
六
世
紀
後
宇
か
ら
一
七
世
紀
へ
、
明
朝
権
力
が
内
外
の
矛
盾
を

税
糧
の
増
徴
に
よ

っ
て
切
抜
山
り
よ
う
と
す
る
と
き
、
徴
牧
量
を
一
律

化
さ
れ
た
「
田
」
の
毎
畝
毎
畝
は
、

「
明
末
無
義
之
徴
」
の
紹
好
の

賦
課
封
象
と
な
っ
た
が
、
自
か
ら
寄
生
瞳
と
し
て
の
園
家
の
新
ら
し

い
主
人
と
な
っ
た
清
朝
権
力
は
、
こ
の
「
無
萎
の
徴
」
を
除
去
し
、

十
六
世
紀
の
前
山
十
嘉
靖
一
七
年
に
蘇
州
府
で
王
儀
が
完
成
し
た
、

「
均
糧
」
「
徴
一
」

「
役
銀
の
田
・
丁
へ
の
一
律
賦
課
」
の
方
法
を

自
ら
の
土
地
支
配
の
た
め
に
採
用
し
た
。
蘇
州
府
に
お
け
る
嘉
靖
一

七
年
設
定
の
徴
牧
率
は
、
高
層
年
間
の
徴
収
率
を
基
本
的
に
規
定
し

た
が
、
そ
れ
こ
そ
清
朝
が
範
を
と
っ
た
「
高
暦
中
」
の
数
値
に
他
な

ら
な
い
。

-82-

順
治
二
年
、
卒
定
江
南
、
其
土
田
科
則
、
悉
因
前
朝
之
奮
、
賦
額

以
寓
暦
中
震
額
。

(
康
照
蘇
州
府
志
・
省
二
五
・
田
賦
・
園
朝
)

註⑧ 

以
下
で
述
べ
る
「
里
甲
請
負
措
」
乃
至
「
里
甲
銀
」
と
い
う
の
は
、

主
と
し
て
、
「
公
質
・
上
供
物
料
」
に
起
源
を
も
っ
部
分
で
あ
っ
て
、

厳
密
に
形
式
的
に
い
え
ば
、
里
甲
正
役
の
全
麟
刀
働
を
指
す
の
で
は
な

い
。
な
お
藤
井
宏
民
が
和
国
論
護
所
枚
、
「
一
篠
鞭
法
の
一
側
面
」

以
来
、
常
に
強
調
さ
れ
定
説
と
な
っ
て
い
る
「
了
」
を
封
象
と
す
る

待
役
努
働
賦
課
の
残
存
に
つ
い
て
は
、

ζ

こ
で
は
論
じ
な
い
。
私
も

氏
の
設
に
は
同
意
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
本
稿
の
銀
う
範
囲
は
主

と
し
て
「
田
」
に
限
定
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
ボ
「
了
」
は
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残
存
す
る
に
し
ろ
、
か
つ
て
「
戸
」
を
通
じ
て
「
田
」
と
と
も
に
把

握
さ
れ
て
い
た
「
丁
」
の
委
は
、

ζ

の
期
以
降
の
「
賦
役
改
革
」
l
ー
ー

た
と
え
ば
後
述
、
主
犠
の
そ
れ
の
ご
と
き
ー
ー
に
お
い
て
は
、
す
で

に
な
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
期
の
権
力
は
、
各
農
民
家
族
を
「
努
働
力
」

と
し
て
は
(
狭
間
直
樹
氏
の
示
唆
に
よ
る
)
、
も
は
や
と
ら
え
る
ζ

と
が
出
来
な
い
。
そ
の
故
に
こ
そ
、
一
個
の
徴
枚
軍
位
と
し
て
、
ば

ら
ば
ら
の
「
丁
」
や
「
田
」
が
設
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

本
稿
上
七

O
頁
、
参
照

本
稿
上
七
五
頁
、
参
照

本
稿
上
八
一
頁
、
徐
文
貞
公
奥
撫
按
論
均
糧
書

前
稿
上
註
⑬
A

前
稿
上
註
⑬
C

前
稿
上
註
⑬
E

な
お
、
⑧
の
嘉
輿
府
に
つ
い
て
は
、
本
稿
七
二
頁
の
「
越
滋
議
」

の
叙
述
を
も
参
考
と
さ
れ
た
い
。

ζ

れ
ら
、
嘉
輿
府
、
寧
波
府
の
場

合
、
役
銀
が
国
土
へ
直
接
賦
課
さ
れ
た
、
と
は
記
録
し
て
い
な
い
。

従
っ
て
、
田
土
が
賦
課
の
基
準
に
と
ど
ま
っ
た
か
、
封
象
と
な
っ

た
か
は
、
文
献
的
に
は
明
ら
か
に
で
き
な
い
が
、
松
江
府
の
例
に
照

ら
し
て
も
、
表
現
の
ユ
ュ
ア
ン
ス
か
ら
し
で
も
、
「
封
象
」
と
な
っ

た
可
能
性
は
強
い
。

嘉
靖
・
高
暦
の
頃
に
編
纂
の
数
が
激
増
し
、
同
時
代
に
お
け
る
「
賦

役
」
改
革
の
詳
細
な
記
録
を
残
す
諸
地
方
志
及
び
文
集
類
が
、
改
革

の
必
然
性
を
誘
く
た
め
に
、
そ
の
直
接
の
前
提
を
な
す
正
徳
期
の

「
賦
法
・
役
法
」
の
棄
凱
を
説
く
の
は
、
叙
述
上
必
歪
で
あ
っ
た
か

も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
た
と
え
、
そ
れ
が
宣
徳
あ
る
い
は
永
築
以

⑧ 

来
の
傾
向
で
あ
っ
た
に
し
万
、
嘉
靖
期
の
「
賦
役
改
革
」
前
夜
た
る

一
六
世
紀
に
入
る
前
後
の
情
勢
を
、
本
稿
の
分
析
の
た
め
に
、

ζ

の

よ
う
に
「
急
速
な
増
大
」
と
把
握
す
る
ζ

と
は
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

園
初
雑
倍
加
亦
稀
:
:
:
十
里
輪
年
、
照
字
内
通
行
事
例
、
未
始
不
安

於
法
制
之
内
、
而
正
嘉
以
来
、
事
日
増
、
役
目
繁
(
高
暦
〔
膝
天

府
〕
上
元
豚
志
省
二
、
田
賦
)

縞
嘗
考
、
差
役
之
繁
、
至
弘
嘉
閲
極
突
(
寓
暦
常
州
府
志
・
巻
五
・

里
筏
)

余
調
正
徳
以
前
、
百
姓
十
一
在
官
、
十
九
在
回
、
蓋
因
四
民
各
有

定
業
、
百
姓
安
於
農
畝
、
無
有
他
志
、
官
府
亦
騒
之
就
農
、
不
加
煩

擾
、
故
家
家
豊
足
、
人
集
於
農
、
自
四
五
十
年
来
、
賦
税
日
増
、
徳

役
目
童
、
民
命
不
堪
、
途
皆
遜
業
(
松
江
府
の
人
、
何
良
俊
の
愛
言

で
あ
る
)
(
四
友
費
叢
読
谷
二
ニ
・
史
九
)
「
百
姓
十
一
在
官
、
十
九

在
田
」
と
い
う
情
勢
が
舞
っ
て
き
た
ζ

と
を
強
調
し
て
い
る
こ
と
か

ら
、
「
役
」
に
重
貼
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

弘
治
中
、
常
熟
桑
民
樺
遇
刻
、
嘗
過
富
家
、
見
其
磁
磁
置
田
産
、

戯
篤
口
挽
遺
之
目
、
庚
置
国
産
異
可
愛
、
殺
長
頭
等
専
等
待
、
縛
限

過
来
三
四
年
、
挑
在
携
頭
無
人
頁
、
近
年
民
間
有
田
二
三
百
畝
者
、

宮
司
便
報
作
糠
長
・
解
戸
・
馬
頭
、
百
畝
上
下
亦
有
他
差
、
致
被
賠

肢
不
絵
、
以
国
典
賞
轍
納
、
再
不
敷
者
、
必
至
監
遁
、
限
期
比
較
、

往
往
痩
死
者
有
之
、
往
年
田
畝
値
銀
数
雨
、
今
畝
止
一
・
二
雨
、
人

倫
不
願
俸
者
、
其
低
窪
宮
田
、
願
給
輿
人
承
種
緋
殺
不
用
償
、
人
倫

有
不
欲
受
、
其
奈
朝
廷
一
膝
供
需
、
歳
増
月
盆
、
皆
取
子
民
:
ι
:
・
今

民
不
堪
命
、
以
致
傷
生
破
業
、
民
俸
之
言
、
雄
日
廟
之
、
切
中
時

券
、
鳴
呼
借
哉
(
正
徳
中
に
卒
し
た
蘇
州
府
の
人
訪
周
の
客
座
新
聞

- 83ー
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⑧ 

に
よ
る
。
梁
方
仲
・
明
代
温
長
制
度
よ
り
縛
引
さ
せ
て
い
た
だ
い

た
。
弘
治
・
正
徳
の
頃
か
ら
官
・
民
国
が
、
諸
雑
役
労
働
の
(
う
ち

と
く
に
未
銀
納
化
部
分
の
)
賦
課
丞
準
と
し
て
、
無
差
別
に
取
扱
わ

れ
て
来
た
傾
向
が
示
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
線
長
は
、
乙
の
頃
朋
充

制
が
採
用
に
な
っ
て
、
雑
役
の
力
差
的
性
絡
が
強
ま
っ
た
。
)

皇
明
経
世
文
編
・
省

一一

二
・
答
張
宗
周
工
部
書
に
お
い
て
、
傍
秋

亭
雑
記
の
著
者
で
あ
り
、
正
徳
松
江
府
志
の
編
者
で
も
あ
る
松
江
府

の
人
顧
清
は
、
乙
の
頃
、
税
湿
の
徴
収
に
お
い
て
も
、
宮
田
糧
・
民

団
糧
を
無
差
別
に
扱
う
巡
撫
(
援
宗
周
)
が
出
現
し
た
こ
と
を
述

べ
、
強
く
非
難
し
て
い
る
。

文
裏
門
周
悦
〕
以
宮
国
税
室
、
而
派
以
軽
極
圏
、
検
据
稽
盆
、
至
卒
允

也
、
今
乃
以
納
糧
之
多
寡
、
定
人
戸
之
高
卑
、
官
回
額
重
而
種
多
、

音
之
納
軽
資
者
也
、
今
反
以
潟
上
戸
、
皆
納
臼
糧
奥
白
銀
、
民
団
額

制
惜
而
極
少
、
昔
之
納
本
色
輿
白
蝿
他
者
也
、
今
反
以
矯
下
戸
、
皆
納
軽

糧
輿
折
色
、
管
室
者
反
軽
、
而
省
軽
者
反
重
、

前
稿
上
第
一
表
。

前
橋
上
第
四
表
。
な
お
前
稿
下
参
照
。

明
代
太
湖
周
濯
の
各
府
に
お
け
る
「
税
糧
」
徴
枚
率
が
、
「
均
糧
」

前
夜
、
す
こ
ぶ
る
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
た
こ
と
は
、
す
で
に
本
稿
上

(m-m頁
)
で
も
、
湖
州
府
の
具
値
例
を
あ
げ
て
お
い
た
。
な
お
、

前
稿
上
第
二
表
及
び
註
⑤
は
、
洪
武
十
年
代
初
期
の
蘇
州
府
の
状
況
・

を
、
前
稿
上
第
三
表
及
び
註
③
は
(
税
糧
徴
収
事
務
上
の
便
宜
的
整

理
の
あ
と
歴
然
た
る
も
の
が
あ
る
が
)
正
徳
年
聞
の
松
江
府
の
欣
況

を
示
し
て
お
り
、
「
複
雑
」
の
一
端
を
う
か
が
う
ζ

と
が
で
き
よ

う
。
前
稿
上
の

一
及
び
註
③
が
示
す
よ
う
に
、
宮
田
に
つ
い
て
は
、

⑧ @)@ 

そ
の
設
立
の
事
情
に
よ
っ
て
分
た
れ
る
ほ
ぽ
三
つ
の
系
統
が
、
各
系

統
毎
に
特
徴
あ
る
徴
収
率
を
摺
っ
て
い
た
が
、
前
稿
上
第
二
表
に
よ

っ
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
洪
武
十
年
代
初
期
に
お
い
で
す
で
に
右
の

い
わ
ば
、
「
歴
史
的

・
政
治
的
」
な
規
定
が
、
「
各
蘇
具
有
起
科
等

則
、
亦
任
土
所
宣
而
作
貫
也
」
と
い
う
ご
と
き
土
地
の
肥
滑
に
も
と

ず
く
、
い
わ
ば
「
自
然
的
乃
至
枚
穫
量
比
例
的
」
な
規
定
と
、
複
雑

に
か
ら
み
あ
っ
で
い
る
。
前
橋
第
二
表
は
、
各
豚
各
郷
下
の
国
土
毎

畝
の
徴
収
率
を
、
徴
収
肇
帳
へ
登
録
す
る
際
氏
、
後
者
の
規
定
に
よ

っ
て
機
械
的
に
十
乃
至
二
十
数
段
階
に
設
定
き
れ
た
「
起
科
等
則
」

の
各
段
階
へ
、
前
者
の
規
定
を
考
慮
し
つ
つ
、
嘗
て
は
め
て
い
っ
た

結
果
と
み
ら
れ
よ
う
。
由
民
官
の
際
に
は
、
描
自
国
主
の
課
し
て
い
た
私

租
を
基
準
に
そ
の
何
割
か
を
減
じ
て
〔
前
稿
下
註
⑧
多
照
〕
徴
収
寧

を
設
定
し
、
そ
れ
を
右
の
第
何
番
目
か
の
段
階
に
「
四
鎗
五
入
」
で
比

定
す
る
と
い
う
操
作
が
と
ら
れ
た
乙
と
が
想
像
さ
れ
、
そ
の
よ
う
な

過
程
は
後
代
の
人
々
に
次
の
よ
う
な
認
識
を
し
ば
し
ば
導
い
て
い

る
。
「
務
土
起
盤
、
本
非
軽
重
、
持
籍
波
宮
家
、
因
其
租
籍
、
著
気

定
額
、
故
同
呼
共
皇
、
或
止
楠
田
勝
、
地
土
無
異
、
経
室
頓
殊
」

(
南
安
守
張
公
弼
積
荒
糧
議
・
崇
鎖
松
江
府
士
山
、
品
目
十
、
回
賦
下
)

洪
武
七
年
掛
回
世
田
団
地
帯
の
「
租
税
L

の
減
額
〔
前
稿
下
註
⑬
〕
は
、

前
稿
第
二
表
の
蘇
州
府
「
起
科
等
則
」

K
そ
の
跡
を
留
め
る
が
、

そ
の
後
も
洪
武
一
三
年
、
二
一
年
公
別
稿
下
註
⑧
〕
、
宣
徳
七
年

(
明
寅
録
同
七
年
三
月
庚
申
動
)
、
正
統
元
年
(
明
貫
録
同
一
万
年
閏

六
月
丁
卯
)
と
行
な
わ
れ
て
い
た
官
田
部
分
の
徴
収
率
切
下
げ
、
同

部
分
の
一
部
の
民
自
徴
収
率
へ
の
切
り
換
え
(
明
貫
録
宣
徳
七
年
秋

七
月

己
未
)
、
開
墾
、
遺
棄
さ
れ
た
奮
回
の
再
開
墾
に
よ
る
新
徴
収
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率
の
設
定
(
た
と
え
ば
正
徳
華
亭
豚
志
・
省
四
・
田
賦
上
所
載
、
天

願
二
年
巡
撫
劉
孜
の
奏
定
し
た
召
佃
荒
田
例
)
等
々
の
事
態
は
、

ζ

の
地
槽
の
、
と
く
に
宮
田
部
分
に
お
け
る
徴
枚
率
を
一
一
層
複
雑
化
し

て
い
っ
た
。

ζ

の
よ
う
な
傾
向
の
中
で
、
所
有
関
係
の
紹
え
ぎ
る
祭

動
に
よ
る
登
録
の
更
改
が
行
な
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
複
雑
多
岐
化
し

な
い
方
が
不
思
議
で
あ
る
。

本
稿
上
回
頁
、
常
州
府
知
府
慮
積
の
「
議
」
参
照
。

本
稿
下

・
四
参
照
。

宣
徳
年
聞
の
蘇
州
府
知
府
況
鍾
の
文
集
、
況
太
守
集
・
容
七
・
請
菟

借
馬
及
派
買
物
料
奏
に
い
う
。

節
次
奉
到
工
部
等
部
品
間
合
、
坐
派
銅
輔
副
・
金
箔
・
顔
料
・
油
蛾
・

牲
口
等
項
数
多
、
着
本
府
宮
田
種
、
照
依
別
省
布
政
司
民
種
、
一
種

科
派
、
委
的
租
繁
糧
童
、
民
貧
銀
難
・
:
:
乞
勅
大
臣
該
部
計
議
、
一

慮
科
派
、
翁
照
民
国
糧
、
菟
戸
内
霊
額
料
派
植
問
、
民
生
庶
務
建
失

た
と
え
ば
、
「
均
糧
」
の
必
然
性
を
説
く
徐
宗
魯
は
、
そ
の
「
均
積

異
議
弊
」
(
本
稿
上
凱
頁
参
照
)
で
「
自
正
徳
以
後
、
里
書
那
移
等

則
、
以
重
作
経
、
重
襲
警
冊
、
故
利
餓
大
戸
、
害
崎
小
民
、
今
卒
其
軽

室
、
均
其
苦
築
、
登
洗
冊
籍
之
宿
弊
、
保
安
困
腐
之
残
民
、
量
得
骨
周

素
蓮
田
冊
乎
」
と
い
う
。
ほ
か
に
も
、
「
膏
吏
」
と
く
に
徴
枚
肇
帳
を

司
ど
る
「
線
香
」
の
不
正
行
局
は
、
諸
地
方
志
に
生
ま
な
ま
し
い
具

惣
例
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、

ζ

乙
で
は
左
の
顧
鼎
臣
の
概
括
に
よ

る
ζ

と
と
す
る
。

明
貫
録
・
嘉
靖
九
年
十
月
了
巴
朔
は
、
嘉
靖
六
年
、
顧
鼎
臣
が

「
春
坊
左
稔
徳
」
で
あ
っ
た
時
、
「
篠
上
し
た
銭
湯
積
弊
四
事
」
を
記

録
す
る
。
そ
の
第
一
項
「
暫
議
差
官
綜
理
」
は
該
問
題
に
封
す
る
専

⑧ 

官
の
設
置
を
い
い
、
第
四
項
「
査
復
預
備
倉
糧
」
は
、
預
備
倉
の
護

婦
を
い
い
、
「
積
弊
L

の
中
心
は
、
第
二
項
「
査
理
回
糧
蓄
額
L

と

第
三
項
「
催
徴
歳
解
銭
糧
」
に
よ
る
。
後
者
は
、
正
徳
期
以
来
、

「
糧
長
」
役
の
負
携
が
、
「
朋
充
制
」
の
採
用
に
よ
っ
て
農
村
内
部

の
中
小
地
主
屠
へ
と
集
中
し
、
所
謂
「
中
人
百
家
の
産
」
を
破
り
つ

つ
あ
っ
た
「
差
役
」
方
法
へ
の
批
剣
・
と
し
て
、
差
し
迫
っ
た
「
徴
収

過
程
」
上
の
問
題
貼
を
提
起
す
る
。
(
「
朋
充
制
」
応
つ
い
て
は
梁
方

仲
氏
、
明
代
糧
長
制
度
参
照
。
)
し
か
し
、
前
者
す
な
わ
ち
徴
牧
封

象
な
る
土
地
登
録
そ
の
も
の
の
素
飢
ζ

そ
、
「
積
弊
L

の
最
も
集
中

的
な
表
現
と
し
て
彼
が
重
観
す
る
所
で
、
嘉
晴
九
年
、
十
六
年
の
第

二
、
三
回
の
上
奏
に
お
い
て
は
、
土
地
登
録
の
根
本
的
や
り
直
し
、

創
ち
「
丈
量
L

の
寅
行
の
み
が
要
求
さ
れ
て
い
る
。
(
明
寅
録
嘉
精

一
六
年
九
月
戊
成
、
一
八
年
六
月
己
未
。
な
お
ζ

の
聞
の
経
緯
は
清

水
泰
一次
氏
前
掲
論
文
に
詳
し
い
。
)
省
時
の
在
地
の
寅
情
を
知
悉
し

た
官
僚
逮
が
ど
の
よ
ら
に
「
積
弊
」
を
意
識
し
て
い
た
か
、
を
明
ら

か
に
す
る
た
め
、
第
一
回
の
「
陳
愚
見
劃
積
弊
以
棒
新
政
疏
」
(
願

文
康
公
集
疏
草
各
二
か
ら
、
「
丈
量
」
を
必
要
と
さ
せ
た
「
徴
牧

封
象
H

土
地
登
録
蔓
帳
」
の
素
鋭
、
そ
の
「
素
鼠
」
を
造
成
す
る
徴

収
機
構
の
賞
質
的
運
管
者
日
膏
吏
居
の
不
正
行
震
に
闘
す
る
部
分
を

忠
貨
に
抜
率
し
た
、
前
暦
上
海
豚
志
・
畠
恒
三
・
田
賦
の
引
用
を
紹
介

す
る
。

嘉
靖
六
年
、
在
春
坊
左
議
徳
顧
鼎
臣
、
奏
潟
陳
愚
見
剣
積
弊
以
棒

新
政
事
、
言
、
東
南
諸
府
、
法
制
大
壊
、
府
州
豚
総
書
・
番
手
、

造
作
姦
弊
、
無
所
不
至
、
或
私
殿
印
信
、
詐
領
銭
岨
圏
、
或
依
倣
列

押
、
套
守
文
字
、
或
賂
上
司
坐
派
、
増
減
数
回
、
或
終
府
州
豚
祭
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省
、
遺
改
年
月
、
或
純
血
骨
克
、
重
復
加
徴
、
或
勝
暫
徴
、
緊
作
歳

携
、
或
線
奥
撒
数
不
合
、
或
官
簿
奥
底
値
時
不
問
、
或
格
己
徴
在
官
、

支
調
侵
分
、
或
将
私
収
入
己
、
申
報
民
飲
、
或
柏
村
官
回
、
改
作
民

回
、
或
賂
肥
務
、
改
作
痩
務
、
或
終
荒
拠
、
知
商
凧
別
底
、
或

帥
耐
熱

糧
、
畑
山
派
細
戸
、
其
泰
甚
者
、
城
郭
附
近
田
塗
、
虚
報
坊
江
・
勿
湖

・
坊
潟
、
膏
腹
常
稔
地
土
、
掘
作
板
荒
・
拘
荒
・
積
荒
、
毎
年
糧
額

縦
欠
、
以
千
常
用
計
、
負
累
奥
州
賂
良
善
人
戸
包
補
、
日
積
月
久
、
坐

致
因
世
相
、
姦
頑
得
計
、
或
有
国
無
組
、
或
不
耕
而
食
、
新
嘗
要
結
、

永
享
宮
掛
捕
、
錐
間
有
聴
明
者
練
上
司
、
探
求
問
費
、
終
莫
飽
得
其
要

領
、
調
其
藩
鱗
、
以
破
其
巣
{
八
、
何
況
州
鯨
官
員
、
初
入
仕
途
、
百

貨
所
率
、
未
及
三
四
年
、
殴
遜
交
代
、
教
能
勾
稽
磨
葬
、
以
摘
渡
其

姦
哉
、
叉
言
、
高
頑
里
書
、
嵐
官
芥
踏
荒
官
員
、
制
抑
制
岬
界
別
州
豚
荒

田
、
一
環
丈
量
、
以
圃
虚
挽
之
数
、
其
坊
江
等
項
、
富
山遠
四
散
、
多

被
推
蕩
影
射
、
尤
難
根
究
、
乞
勅
撫
按
井
議
差
官
、
督
各
州
蘇
、
分

別
界
祉
、
沿
妊
履
畝
、
検
踏
丈
量

そ
し
て
そ
の
丈
量
の
結
果
は
、
次
の
よ
う
に
成
理
さ
れ
る
。
す
な

わ
ち
、
賞
品
開
の
本
文
に
よ
る
と
、
「
国
政
銃
明
、
然
後
刊
刻
成
書
、

枚
貯
官
庫
、
印
行
給
散
各
園
、
永
翁
稽
考
」
と
記
さ
れ
る
。
な
お
、

第
二
項
は
、
貫
録
の
本
文
に
よ
る
と
、
税
糧
徴
牧
の
基
準
と
な
る
諮

.
項
目
別
数
量
の
整
理
|
|
や
が
て
「
徴
ご
の
施
行
憂
帳
な
る
「
経

賦
冊
」
「
賦
役
冊
」
に
結
品
き
れ
る
|
|
の
方
法
を
も
含
む
。

の
制
酎
酌
前
巡
撫
周
悦

・
王
恕
簡
便
可
行
事
例
、
立
居
川
定
規
、
将
毎

年
寅
徴
・
起
運
・
存
留
・
加
耗
・
本
色
・
折
色
井
虎
補
・
暫
徴
・
幣

徴
・
停
徴
等
項
敷
目
、
曾
計
己
定
、
明
刻
梼
文
、
張
掛
城
市
郷
村
、

通
行
障
問
議
、
如
此
庶
乎
実
害
不
得
笹
其
好
欺
、
小
民
菟
包
賠
科
援

@ 

之
患

洪
武
一
二
年
迄
に
成
立
し
て
い
た
洪
武
蘇
州
府
志
所
載
の
、

「〔
秋〕

殺
正
耗
米
」
総
計
が
、
そ
の
「
官
・
民
・
抄
由
民
国
土
」
純
計
と
見
合

う
・も
の
で
あ
る
ζ

と
。
永
集
大
曲
内
容
二
二
七
七
所
収
・

〔朔
州
府
〕

英
興
績
志
所
載
、
供
武
十
年
度
の
府
下
の
成
熟
国
土
(
地

・
山

・
務

を
含
む
)
中
の
、

「
田
」
の
面
積
が
「
官
民
等
田
」
'
の
総
計
で
あ

り
、
そ
れ
が
「
秋
椴
正
耗
米
」
と
見
合
う
も
の
で
あ
る
ζ

と。

乙
の

二
つ
の
ζ

と
は
、
雨
府
の
後
代
の
地
方
士
山
、
及
ぴ
文
集
、
ま
た
大
明

曾
曲
刊
の
統
計
類
か
ら
、
ほ
ぽ
論
登
で
き
る
。

前
稿
上

嘉
靖
湖
州
府
志

・
谷
一

・
郡
紀
所
載
、

「
正
徳
一
五
年
知
府
劉
天
和

詩
均
派
京
庫
折
銀
」
に
、

一
府
正
糠
四
十
六
万
石
有
絵
、
市
抄
由
民
霊
租
宮
田
正
被
乃
二
十
六

万
徐
石
、
蓋
居
十
之
六
失

と
あ
る
の
よ
り
、
算
出
。

嘉
興
府
に
つ
い
て
は
、

「官
糧
」

「
民
糧
」
別
の
統
計
が
な
い
。

し
'

か
し
、
嘉
興
府
の
「
官
田
」
面
積
は

一
O
二
四
O
頃
、
そ
の
封
全

国
土
比
は
二
六
・

八
二
%
(
前
稿
上
第

一
表
)
、
官
民
団
土
か
ら
徴

肋
枕
さ
れ
る
秋
糧
〔
正
〕
米
は
約
六

一
八
六

一一

石
(
嘉
靖
嘉
興
府

厨
記
・
谷
八
・
物
土
〉
、
湖
州
府
下
の
「
宮
田
」
面
積
は
約
六
六
一
九

頃
、
そ
の
針
金
田
土
比
は
二
四
・
六
二
%
(
前
稿
上
第

一
表
)、

官
民
国
土
か
ら
徴
収
き
れ
る
秋
糧
正
米
は
約
四
六

0
0
0
0
石
(
註

@
)
で
あ
り
、
乙
こ
か
ら
し
て
、
嘉
興
府
の
「
官
糧
」
比
も
朔
州
府

の

「官
糧
」
比
五
六
%
徐
と
ほ
ぼ
比
例
す
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ

L
F

「
ノ
。
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前
稿
下
註
⑬
参
照
。

乙
の
ζ

と
は
、
す
で
に
明
代
史
研
究
の
申
で
嘗
然
の
事
寅
で
あ
る
と

・
考
え
ら
れ
て
お
り
、
寅
際
、
と
く
に
こ
の
「
官
田
地
帯
」
の
地
方
志

の
、
田
賦
乃
至
筏
役
項
下
を
一
見
す
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。
な
お
、

地
主
唐
の
筏
役
努
働
負
携
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
が
、
何
ら
か
の
形
で

在
地
の
全
農
民
麿
の
共
同
勢
働
と
し
て
拙
開
化
さ
れ
て
く
る
こ
と
は
、

容
易
に
推
測
で
き
る
。
前
稿
上
註
⑬
で
も
、
同
様
の
ζ

と
を
述
べ
て

お
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
「
在
地
寄
生
」
と
い
う
震
組
は
、

「
明
末
長
江
デ
ル
タ
地
帯
に
お
け
る
地
主
経
省
」
歴
研
一
四
八
に

お
け
る
古
島
和
雄
、
民
の
鋭
い
指
摘
に
負
う
所
が
大
き
い
。

註
⑧
参
照
。

こ
こ
で
は
「
租
米
」
か
ら
「
税
糧
」
が
徴
放
さ
れ
る
と
い
う
、
他
な

ら
ぬ
客
観
的
事
寅
か
ら
、
「
園
家
」
と
「
地
主
」
の
二
重
の
支
配
と

い
っ
た
の
で
あ
る
が
、
し
ば
し
ば
引
用
し
た
崇
顧
松
江
府
志
・
省
十
・

賦
議
利
弊
所
載
、
徐
宗
魯
の
均
糧
異
議
緋
の
次
の
ご
と
き
記
述
も
そ

⑪⑬  

⑮ 

の
こ
と
を
示
す
。

況
二
十
年
来
、
雄
金
津
鎖
国
、
残
責
無
主
、
租
雄
大
減
、
民
雄
大

減
、
民
不
肯
佃
、
此
其
故
何
也
、
蓋
因
重
糧
遁
併
、
民
多
逃
亡
、
在

他
匝
更
可
知
突
、
東
郷
土
直
田
、
増
債
趨
買
、
租
雄
撒
石
、
民
且
築

耕
、
此
其
故
叉
何
也
、
蓋
軽
糧
易
拙
折
、
勤
務
下
直
-
凡
徴
派
更
梢

滅
失

「
重
糧
L

で
あ
れ
ば
、
「
地
主
L

も
買
わ
な
い
。
か
り
に
人
が
買

っ
て
、
佃
戸
を
呼
ぼ
う
と
し
て
「
租
L

を
引
き
下
げ
て
も
、
誰
も
感

じ
な
い
。
「
霊
糧
遁
併
L

が
何
ら
か
の
形
で
佃
戸
に
も
ふ
り
か
か
っ

て
く
る
の
を
恐
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
佃
戸
は
形
式
的
に
は
「
国
家
の

支
配
」
を
受
け
な
い
が
、
寅
質
的
に
は
受
け
て
い
る
。
ま
た
形
式

的
に
は
佃
作
し
な
い
自
由
を
も
つ
が
、
賞
質
的
に
は
、
乙
の
蘇
松
の

「
狭
郷
」
に
お
い
て
耕
作
せ
ぎ
る
を
え
な
い
不
自
由
を
も
っ
。

註
⑮
末
尾
、
顧
鼎
臣
の
上
奏
第
二
項
参
照
。
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